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「新ＪＩＣＡの環境社会配慮ガイドラインの検討に係る有識者委員会」出席者 

（順不同・敬称略） 

 

【学識経験者】 

原科 幸彦 東京工業大学大学院総合理工学研究科環境理工学創造専攻教授 

堀田 昌英 東京大学大学院新領域創成科学研究科国際協力学専攻准教授 

松下 和夫(ご欠席) 京都大学大学院地球環境学堂教授 

吉田 恒昭 東京大学大学院新領域創成科学研究科国際協力学専攻教授 

 

【NGO】 

木村 信夫 ブリッジエーシアジャパン技術部長 

清水 規子 国際環境 NGO FoE Japan 開発金融と環境プログラムスタッフ 

高橋 清貴(ご欠席) 日本国際ボランティアセンター調査研究・政策提言担当 

福田 健治 メコン・ウォッチ事務局長 

 

【産業界】 

小西 純平 社団法人 日本貿易会経済協力委員会副委員長（三菱商事株式会社業務部総

括・場所内部統制チーム国際協力担当マネージャー） 

高梨 寿 社団法人 海外コンサルティング企業協会理事 

千吉良 久暢 株式会社 三菱東京 UFJ 銀行ストラクチャードファイナンス部プロジェクト

環境室上席調査役 

中山 隆(ご欠席) 社団法人 海外建設協会常務理事 

 

【政府関係者】 

大西 靖(ご欠席) 財務省国際局開発企画官 

北村 俊博 外務省国際協力局政策課首席事務官 

早水 輝好(ご欠席) 環境省地球環境局環境協力室長 

山下 文夫 経済産業省貿易経済協力局資金協力課課長補佐 

藤岡 達也(代理出席) 財務省国際局開発政策課課長補佐 
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【事務局発言者】 

廿枝 幹雄 JBIC 開発業務部 企画課長 

杉本 聡 JBIC 環境審査室 第二班参事 

渡辺 泰介 JICA 審査室準備室 環境社会配慮審査第一課長 

 

【事務局以外の JICA・JBIC 発言者】 

中澤 慶一郎 JBIC 開発業務部 業務課長 

岡崎 克彦 JBIC 環境審査室 室長 

植嶋 卓巳 JICA 企画部 次長 

 

 

午後２時００分 開会 

 

開   会 

 

○原科座長 こんにちは。時間になりましたので、開始いたします。 

 本日は第６回目になりますが、まず、委員の交代がございましたので、新委員の御紹介

をお願いいたします。事務局、どうぞ。 

○事務局（廿枝） 本日の資料６－０に委員名簿をお配りさせていただいておりますけれ

ども、ＮＧＯの委員のお一人としてブリッジエーシアジャパンの新石さんが委員だったわ

けですけれども、御都合で退任されたいということでございまして、新石さんの方から同

じブリッジエーシアジャパンの技術部長でいらっしゃる木村さんを御推薦いただきまして、

ＪＩＣＡ・ＪＢＩＣとしても御経験も豊富な方ということで、ぜひお願いしたいというこ

とで木村さんに委員を委嘱させていただきました。今回から御出席いただいております。 

 では、済みません、木村さん、自己紹介をお願いします。 

○木村委員 木村と申します。体調を崩しました新石にかわりまして委員を務めさせてい

ただきます。ＢＡＪの中では技術担当として、村落の地下水開発を主な仕事として１９９

９年から仕事をしております。また、昨年からＪＩＣＡさんの技術協力プログラムで地下

水開発専門家としてかかわっております。ＢＡＪは御存じのように現場型の仕事をしてお

りますので、この会合の中でも現場からの視点ということで発言させていただくような形
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になるかと思います。よろしくお願いいたします。 

○原科座長 どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。（拍手） 

 

議   題 

（１）清水委員資料説明 

 

○原科座長 それでは、きょうの議題に入ります。 

 お手元の議題表にございますように、（１）になりますが、清水委員からの資料の説明、

これは前回ちょっと時間が足りなかったので残りがございましたので、残りの部分をお願

いいたします。 

○清水委員 本日は風邪を引いておりまして、お聞き苦しい声で失礼いたします。 

 前々回、高梨さんから、ＮＧＯ提言の９．２の事前の補償に関する件に関し、移転前に

補償を受け取っていなかった理由についての御質問がありましたが、十分に回答できてい

なかったと思い、資料を用意させていただきました。簡単に御説明致します。 

 この事業はＪＢＩＣとアジア開発銀行（ＡＤＢ）が協調融資をしている高速道路の事業

です。今回、資料作成にあたって参考にした文献は全てＡＤＢ関係のものですが、資料が

対象としている範囲としてはＪＢＩＣ区間も含んでおりますので、ＪＢＩＣにも当てはま

る教訓があると思いました。 

 まず前提ですけれども、事業の移転計画書では、移転前に住民に対して補償を支払うこ

とになっていました。しかし、実施されなかったということです。既に２００６年７月に

すべて移転が終了しております。 

 以上を前提にお話致します。前々回は、移転前に補償を受け取っていなかった住民に関

する全体的な数字が出ていたと申し上げたのですが、全体的な数字はございませんでした。

申し訳ございません。ただ、部分的に数字で出ているところがありましたので、それにつ

いては配布資料に記載しております。例えば、４００人のサンプルをＡＤＢの技術支援と

して実施した中で、農地の喪失が喪失資産において認定された住民のほとんど、及び商業

施設の喪失が喪失資産において認定された住民の３０％が、生計手段の喪失に対する補償

が支払われていませんでした。 

 次のページをめくっていただきますと、補償の支払いがされていなかった割合が示され

ています。 
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 包括的、具体的な情報がない理由について、このレポートを書いたアジア開発銀行の関

係者とインフォーマルにお話ししたのですが、まず、そもそも実施機関から情報を取るの

が難しかったという背景があるようです。一つには、実施機関の方で情報管理システムが

きちんと機能していなかったということ。二つ目には、住民から情報を得ようとしても、

そもそも補償の支払いを示す証明書が影響住民に渡されていなかったということから、記

憶に頼らざるを得なかったところがあるといった背景があるようです。 

 次のページが、質問の回答となります、補償の支払いが遅れた理由は、５つに大別でき

ます。 

 １点目は、移転実施計画では移転前に支払われることになっていたのですけれども、実

際には補償の支払いが分割の支払いとなっており、１回目の支払いの後移転しなくてはい

けないことになっていた。さらに２回目、３回目の補償の支払いが遅れていました。 

 ２点目は、移転実施計画の実施のための資金が適切に実施の政府部局に財務省から充当

されていなかったということです。 

 ３点目は、移転コストが当初の予想より増加したことです。事業全体でコストが増加し

ているのですが、特に移転住民の数が増加したことに伴い、その費用が増加しています。 

 ４点目は、ＡＤＢのモニタリングに関わることですが、本来ならばＡＤＢは実施機関が

十分な資金があるということを確認することになっていたわけですが、十分な資金がなっ

ていなかったにも関わらず、ＡＤＢが適切に働きかけをスリランカ政府に対してしなかっ

た、あるいは実施機関がコンサルタントを雇うときに、独立した機関としてコンサルタン

トを雇うことになっていたものが、独立した機関ではなくて、既にＡＤＢのコンサルタン

トとして雇用されているコンサルタントを雇用したということです。 

 ５点目は、その他ということでまとめたのですけれども、裁判の係争中であるとか、そ

のほかもろもろの事情によっておくれたということです。 

 以上、簡単でしたけれども、前々回の質問に関連して説明させていただきました。 

○原科座長 どうもありがとうございました。 

 今の御説明で何か。大体御了解いただけたでしょうか。何かあれば。よろしいですか、

高梨委員。御了解いただいたと。 

○高梨委員 はい。ありがとうございました。 

○原科座長 ほかの方、御質問ございましたら。―よろしいですか。 
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（２）業務フローについて 

 

○原科座長 では、２番目の議題に移ります。「業務フローについて」ということで、こ

れは前回お願いいたしまして、もし可能であれば資料を用意していただくということでご

ざいましたけれども、今回用意していただいたということで、御説明いただきます。 

○JBIC（中澤） ＪＢＩＣの中澤でございます。ＪＩＣＡの植嶋さんとともに業務フロ

ー関係の説明をさせていただきたいと思います。 

 前回のこの会におきまして、質問項目を挙げていただきたいということでお願いしてお

りましたところ、多数御質問をいただいておりまして、回答あるいは検討状況ということ

で、私どもの方で関係者をまとめていくのにかなり時間がかかりまして、ぎりぎりにこれ

をお送りしているものですから、いただいた御質問も含めて多少読み上げの形になります

けれども、御説明申し上げたいと思います。 

 御質問いただいた項目を大きく５つに分類してございます。「ローリングプラン」「協

力準備調査」「案件審査」「業務フローその他」―「業務フローその他」の中で幾つか

スキーム別に分けておりますけれども、５つ目といたしまして「環境社会配慮ガイドライ

ンとの関係」ということでございます。 

 まず、お手元１ページでございますけれども、「ローリングプラン」につきましては、

御質問がやや重なっているところもありますけれども、「ローリングプランの位置づけは

何か」という御質問。それから、「ローリングプランと、現在外務省が作成している国別

援助計画、ＪＢＩＣが作成している国別方針等とはどのような関係にあるのか」、「ロー

リングプランの作成主体は誰か。新ＪＩＣＡと外務省との間の役割分担、相手国政府との

関係についてご教示いただきたい」、「ローリングプランに含まれる内容は何ですか。ま

た、どのような事業が含まれるのですか。ローリングプランに記載される事業は、事業形

成のどの段階にあるものが対象になるのですか」、「ローリングプランにおいて、個別事

業についてどのような情報が盛り込まれるのか」、「ローリングプランに含まれない事業

にはどのようなものがありますか」、「ローリングプランに含まれる事業と含まれない事

業の根拠は何ですか」、「ローリングプランに含まれる情報のうち、公開される情報と公

開されない情報を教えてください」、「ローリングプランにおいて公開されない情報は、

事業のどの段階で公開されることになるのですか」、「ローリングプランは公開されるの

か」、「ローリングプランと新ＪＩＣＡとしての事業支援に関わる意思決定との関係性を
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教えてください」と、ローリングプランについてはこういった質問をいただいております。 

 ここは「回答」といいますよりは「検討状況」と書かせていただいております。といい

ますのは、詳細について政府の方で御協議をいただいているもの、あるいは政府とＪ・Ｊ

間で協議をしているものが正直まだ多数ございますので、検討状況ということで現況につ

いて御報告させていただきます。それから、ローリングプランはまさにそうですけれども、

基本的に政府の文書という部分がございますので、私どもの承知する限りということで、

本当は政府の方からお答えいただいた方がいいのかと思う部分はございますけれども、可

能な範囲でお答えさせていただきたいと思っております。 

 まず最初に、ローリングプラン、事業展開計画という形で、例えば「点検と改善」等に

も記載されているかと思いますけれども、これは、３つの援助手法、技協、有償、無償で

ございますが、これを一体的に活用した効果的援助を実施する観点から新たに導入される

ということですけれども、政府間・実施機関内の業務資料でございます。政府間というの

は、おわかりのとおり、日本政府と途上国政府との間及び実施機関内の業務資料というこ

とでございます。現地ＯＤＡタスクフォースにより国別に作成されるということでござい

ます。国別の事業展開計画を作成することにより、相手国の開発政策との調和化を進め、

中期的な見通しを持って案件を形成し、実施していくことを目指すものでございます。 

 事業展開計画の記載内容、運用方法の詳細は現在検討中でございます。現地ＯＤＡタス

クフォース、外務本省、ＪＩＣＡ本部、相手国政府で当該国に対する支援を俯瞰する業務

資料とし、我が国の協力シナリオを構成する主要な投入となる事業が記載されるというこ

とで今検討を進めているところでございます。個別案件ごとではなくて、まとめて記載さ

れる場合もあるということでございます。これは、いろいろな用途に使われる際の利便性

等も勘案した形で御検討を今いただいているということでございます。 

 次に「協力準備調査」でございますが、こちらについていただいた質問が四角の中にご

ざいますが、「調査開始の決定プロセス。決定する主体は誰か。決定までにどのような情

報が準備されるのか。外務省の関与はあるのか」という御質問。それから、「案件形成段

階において行われる『案件形成の方向性及び形成予定案件についての協議・確認』―こ

れは、前回フローチャートを示させていただいかと思いますけれども、そこにありました

言葉かと思いますけれども―は、どのような情報をもとに行うのか。また、『案件発

掘・形成のための調査』との関係（手続の前後関係）はどうなるのか。現在の手続きと異

なる点があればご説明いただきたい」という御質問でございます。それから、「協力準備
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調査とはＭ／Ｐ、Ｆ／Ｓ、ＳＡＰＲＯＦを統合した新しい概念とのことでしたが、その内

容及び従来の調査と違う点を教えてください」という御質問。「『案件発掘・形成のため

の調査』は一括して書かれているが、技術協力、無償資金協力、有償資金協力でかなり内

容が異なると思われる。それぞれについてどのような内容となるのか。また現在の技術協

力に関する開発調査はどのような扱いになるのか。現在の手続きと異なる点があれば御説

明いただきたい」という御質問をいただいております。さらに、「協力準備調査の類型と、

各類型毎の調査プロセス」、「ローリングプランにある事業リストが、協力準備調査及び

事業の支援に移るに当たって、どのようなプロセスがとられるのですか」という御質問。

「ローリングプランに掲載されていない案件についても協力準備調査を行うことがある

か」、「協力準備調査の業務指示書（ＴＯＲ）作成のために、現在の開発調査における事

前調査類似の調査を行う予定はあるか。ない場合、ＴＯＲ作成のプロセスはどのようなも

のか」、「協力準備調査の前に事前調査をかけて、協力準備調査をやるかやらないかとい

う意思決定というのがあるのか」、「審査前に協力準備調査が実施される場合、協力準備

調査の報告書は審査前に公開されるのか」という御質問をいただいております。 

 こちらについての検討状況ですけれども、まず概要、全体に係ることといたしまして、

新ＪＩＣＡにおける案件の形成・準備過程につきましては、３つの援助手法に係る調査業

務を一つの調査枠組み、これがまさに案件発掘・形成のための調査、仮称として協力準備

調査という名前をいただいておりますけれども、こういった調査の枠組みに集約いたしま

して、案件形成の迅速化及び３つの援助手法間の連携による相乗効果、シナジー効果の発

現に努めるということをまさに今協議しております。 

 案件の発掘・形成のための調査は、技術協力、有償資金協力、無償資金協力の３つの援

助手法に共通して、案件の発掘・形成のための調査業務として、基本事業計画の策定、そ

の中の協力内容の提案、当該案件の妥当性・有効性・効率性等の確認をこの調査の主な内

容としております。 

 手続の流れでございますが、この調査については、外務省との協議・情報共有を踏まえ

て新ＪＩＣＡが決定するということでございます。 

 政府におきましては、案件形成の方向性や形成予定案件が、特定の開発途上国における

我が国ＯＤＡ政策と合致しているかが確認されます。その上で、新ＪＩＣＡにおきまして、

案件発掘・形成のための調査の実施に当たり、調査内容や調査方法等について検討する。

また、実施する調査に関し、必要に応じ、委託先選定に関する公示に必要な情報等を準備
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するつもりでございます。 

 ＯＤＡ事業を実施する際は、途上国政府からの要請を踏まえまして、新ＪＩＣＡにおけ

る案件の検討（審査）を経まして日本政府により支援の是非が判断されることになります。

支援される場合には、当該案件の閣議決定あるいは採択を経まして国際約束が締結されま

す。国際約束の後、新ＪＩＣＡと途上国政府あるいは事業実施機関等との間で合意文書が

締結され、実際の支援が実施されるという流れになってございます。 

 協力準備調査のその他の御質問に対する検討状況でございますけれども、事業展開計画

における協力準備調査の記載方法及びその運用方法の詳細につきましては検討中でござい

ます。 

 在外事務所等を活用しつつ、ＴＯＲの作成等に必要な情報収集のための調査を行った上

で、協力準備調査の実施について検討することはあり得ると思っております。 

 協力準備調査の報告書の取り扱いでございますけれども、報告書に記載されている情報

が本体事業の入札に与える影響、すなわち競争性が担保されるか等について十分勘案する

必要があるため、この取り扱いについては検討中というのが現状でございます。 

 ３つ目に「案件審査」でございます。こちらについていただいている御質問ですが、

「個別案件の審査は、技術協力、無償資金協力、有償資金協力のそれぞれについて誰がど

のような手続きで行うのか。現在の手続きと異なる点があればご説明いただきたい」とい

うこと。「案件審査を開始する意思決定プロセス。何らかの決定が行われるのか、決定す

る主体は誰か」、「相手国からの正式な要請が案件審査の前提となるのか」、「新ＪＩＣ

Ａは、現在の円借款と同様、無償資金協力についても、案件の審査結果に基づき実施の可

否について新ＪＩＣＡとしての判断を行った上で、外務省にその判断を示すことになるの

か」、「新ＪＩＣＡが調査（現在の開発調査に当たるもの）を行った後、日本政府の無償

か有償で本体まで支援を行うことを決定する場合、その意思決定における日本政府と新Ｊ

ＩＣＡの役割はそれぞれどうなりますか」、「無償資金協力について新ＪＩＣＡが締結す

る贈与契約（Ｇ／Ａ）には、円借款における融資契約同様、以下の条項が盛り込まれるの

か。（１）住民移転計画最終版の提出やモニタリング結果の報告など、環境社会配慮上実

施機関がとるべき措置、（２）贈与条件に違反した場合に新ＪＩＣＡが採ることができる

無償資金協力の供与停止・中止などの法的救済手段」ということでございます。 

 案件審査全般についての検討状況でございますけれども、特定個別案件へのＯＤＡ供与、

これは３スキームともですけれども、途上国政府から外交ルートを通じた正式要請を受け
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まして、日本政府におきましてＯＤＡ供与の是非を判断するプロセス全般、これがいわば

日本政府においては審査と呼ばれるプロセスでございます。新ＪＩＣＡにおきましては、

日本政府による案件実施の判断に先立ちまして、実施機関として案件の検討・審査を行い

まして、その結果を日本政府に報告することになります。 

 技協と有償の審査は現在の手続と同様と考えてございます。 

 無償につきましては、無償資金協力本体事業の一部に係る業務について新ＪＩＣＡに移

管されることが法的に決まってございますので、これに伴いまして、新ＪＩＣＡは実施機

関としての案件検討の結果を日本政府に報告し、その上で日本政府は案件の実施の是非を

総合的に判断するという手続になるかと思います。 

 グラント・アグリーメントの内容につきましては、今後、実施主体である相手国政府の

オーナーシップを尊重した形で環境社会配慮についてはいかなる対応が可能となるか検討

したいと考えてございます。 

 次に「業務フローその他」ということで、こちらについては幾つかスキーム別の御質問、

それからそれ以外の側面での御質問をいただいておりますので、それごとに検討状況を御

説明申し上げたいと思います。 

 まず有償でございますけれども、「現在の有償資金協力については、プレッジ前に外務

省・財務省・経済産業省の３省協議が行われ、それよりもさらに前に、ＪＢＩＣによる審

査が行われています。プレッジとは現在、具体的に何を指すのですか。また、新ＪＩＣＡ

の業務フローにおいては、プレッジはどこにどのように位置づけられるのですか」、「３

省協議において、環境社会配慮も話されることもあると理解していますが、３省協議と環

境社会配慮との関係、また、これらと新ＪＩＣＡとの関係はどのようなものになります

か」という御質問をいただいております。 

 こちらの検討状況ですが、プレッジ、いわゆる事前通報と呼んでおりますけれども、こ

れについては、借入国政府に対しまして、具体的な金額あるいは金利等の条件を、国際約

束の締結に向けた交渉に先立って通報することを指しております。新ＪＩＣＡの業務フロ

ーにおいては、新ＪＩＣＡにおける個別案件の検討・審査を経まして、日本政府が案件実

施の是非を判断した上でプレッジが行われるというフローになってございます。 

 政府が円借款供与を判断するに当たり、当該案件における環境社会配慮面も考慮されま

す。これは当然今もやっていることですけれども、新ＪＩＣＡにおいても同様でございま

す。 
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 次に、無償資金協力につきまして、「現在の無償資金協力については、実施候補案件採

択を外務省が行い、その後閣議決定前に財務協議が、外務省・財務省の２省によって行わ

れています。そのあたりの他省の関与はそれぞれ新組織においては、どのようになります

か」、「現在、基本設計調査の中で行われている無償資金協力の事業費の積算作業は、新

ＪＩＣＡではどのタイミングで実施されることになるのか」、「無償資金協力について、

現在、Ｂ／Ｄ―ベーシックデザイン、基本設計調査―という形で事業費の積算の作業

が行われていますが、これがこの表の中でどのように位置づけられるのか」、「もし積算

作業が協力準備調査の一環として実施される場合、積算作業と案件審査の前後関係はどの

ようになるか」、「積算作業後に審査が行われる場合、現行ガイドライン策定時に外務省

やＪＩＣＡが行った『Ｂ／Ｄに入ると、その後無償資金協力を行わないということは極め

て少ない』、『環境社会配慮上の問題は、基本設計調査の段階までに解決されることが前

提となっている』という説明との整合性を明らかにしてほしい」という御質問をいただい

ております。 

 検討状況でございますが、新ＪＩＣＡ発足後においても、現行同様、無償資金協力に係

る実施候補案件採択は外務省が行い、その後、閣議決定前に財務省との協議が行われるこ

とになると承知しております。 

 協力準備調査の柔軟な活用により、現行の無償資金協力の予備調査、基本設計調査、こ

こには積算作業も含んでおりますけれども、これらに相当するものもそれに含め得る、す

なわち案件の発掘・形成のための調査に含め得ると考えております。 

 次に技術協力でございますが、「新ＪＩＣＡのフローの『技術協力』では、合意文書締

結（ＭＯＵ）【仮称】と書かれているが、このＭＯＵとこれまで技術協力における合意文

書とされていたＲ／Ｄの違いは何ですか」、「新ＪＩＣＡのフローでは、技術協力におい

ても、閣議決定及び国際約束締結がされるように書かれていますが、現状では、技術協力

プロジェクトについては閣議決定および国際約束の締結はなかったと理解しています。新

組織における『技術協力』スキームの現状との変更点を教えてください」という御質問。

それから、「現在ＪＩＣＡで行われているマスタープランとフィージビリティ・スタディ

の一体型の調査というのはどのように位置づけられることになるのか」という御質問をい

ただいております。 

 これら技術協力に関する検討状況でございますけれども、ＭＯＵ（Memorandum of 

Understanding）、仮称でございますけれども、これは、現在の技術協力プロジェクトの
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Ｒ／Ｄ（Record of Discussion）と開発調査のＳ／Ｗ等、実施機関の合意文書を総称して

使用しているものでございます。 

 ３スキーム共通のプロセスといたしまして、案件の閣議決定あるいは採択と記載してお

りますけれども、技術協力プロジェクトについては閣議決定は行われません。他方、従来

から国際約束の締結は行っております。技術協力スキームには大きな変更は今のところ想

定しておりません。 

 次に、マスタープラン＋Ｆ／Ｓ一体型の調査でございますけれども、これについては、

将来の我が国の協力案件、主に有償・無償資金協力でございますけれども、この形成ある

いは事前準備としての性格を有する調査は、案件の発掘・形成のための調査、協力準備調

査でございますけれども、こういう形で行われると理解しております。この場合について

はマスタープランを作成するものではないということでございます。 

 現行の開発調査のうち、案件の発掘・形成のための調査ではなく、原則、新ＪＩＣＡの

資金協力を必ずしも想定しない、政策立案または公共事業計画策定支援に係る調査につい

ては技術協力と位置づける方向で検討しているということでございます。 

 次に、政策協議において提案される事業でございますが、「『気候変動対策円借款』で

は、政策協議において事業を選定すると理解しています。このような業務フローは他にあ

りますか。あれば、どのような事業形態か教えてください」、「１のような業務フローの

場合、政策協議の終了とともに事業を支援することを決定しているのですか」という御質

問をいただいています。 

 こちらの検討状況でございますが、気候変動対策円借款において、政策協議は事業を選

定する協議ではございません。気候変動対策円借款を含め、本年１月に日本政府が発表い

たしましたクールアース・パートナーシップに基づく支援、これは円借款であれ、技協、

無償であれ、あるいは国際機関を通じた支援等であれ同様でございますけれども、これら

につきましては、支援の実施に先立ちまして、日本と当該途上国との間のクールアース・

パートナーシップ構築のための気候変動対策に係る政策協議を開催いたしまして、温室効

果ガスの排出抑制と経済成長の両立等、クールアース・パートナーシップのもとでの原則

についての認識が共有できること、これをまさに政策協議で確認するというプロセスを想

定してございます。 

 次に、民間企業提案型の事業ということですが、「民間企業提案型の事業についての、

意思決定プロセスはどのようになっていますか。報道では、民間企業が提案した事業につ
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いて途上国の開発に有効である旨、外務省が判断した場合、外務省が当該政府に対しＯＤ

Ａを要請してもらうよう伝えると伝えられています。この報道は正しいですか。また、こ

のような民間企業提案型の事業について、新ＪＩＣＡはどの段階でどのように関わるので

しょうか」という御質問です。 

 こちらの検討状況でございますが、４月１８日に日本政府が発表しております「成長加

速化のための官民パートナーシップ」につきましては、外務省のホームページ上に関連資

料が出てございますので、御参照いただきたいと思います。民間企業提案型事業が途上国

の開発に有効であるかどうかについては、外務省のみならず、他の関係省庁及び新ＪＩＣ

Ａ等実施機関が協議の上で決定することになってございます。また、外務省が当該国政府

に対しＯＤＡを要請してもらうよう伝えるのではございませんで、先方政府に推薦させて

いただいた上で、先方政府が要請するかどうかは、あくまでも先方政府が他の案件とのプ

ライオリティを勘案して判断するものというところは変わりません。要請がなされた場合

は、その後の流れは通常の案件と同様でございます。新ＪＩＣＡの関与の仕方も含めて詳

細については現在まだ整備中という段階でございます。 

 それから、ここの部分の最後でございますが、案件の発掘・形成のための調査以外の調

査ということですが、「協力準備調査以外の、実施段階における調査の類型と、各類型毎

の調査プロセスを教えてください」という、実施段階の調査に係る御質問をいただいてお

ります。 

 スキームごとに特性がございますので、実施段階の調査の類型化を行うことは容易でご

ざいませんけれども、いずれも新ＪＩＣＡによる実施監理を通じまして、開発効果発現の

促進・確保を行うことを目的とした調査でございます。具体的には、案件の進捗管理を行

うための調査、開発効果発現の促進・確保を行うための追加的あるいは補完的な措置に係

る調査等がございます。これらの調査は、コンサルティング会社などに委託する等して実

施されることになります。これは現行でも同様の調査の形態でございます。 

 最後のくくりでございますけれども、「環境社会配慮ガイドラインとの関係」というこ

とで御質問をいただいております。 

 「技術協力、無償資金協力、有償資金協力のそれぞれについて、上記手続きの各段階で、

現在、ガイドラインのどの部分がどのように適用されているかを示しつつ、これと比較し

て、新たな手続きになったときに、新たなガイドラインがどのように適用されることにな

るのか、現時点でわかる範囲でご説明いただきたい」、「現ＪＩＣＡの環境ガイドライン
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では、『協力事業の要請がなされた際に、要請案件における環境社会配慮の内容等につい

て確認しカテゴリー分類する』と記載されているのに対し、現ＪＢＩＣの環境ガイドライ

ンでは、『融資等を意志決定する際に環境レビューを実施する』と記載されています。有

償資金協力、無償資金協力、技術協力の３つのスキームにおいて最初のカテゴリー分類の

実施、見直しのタイミングに関し、既にイメージをお持ちであれば教示願います。また案

件発掘調査のように必ずしも相手国政府から要請がないものもありますが、この場合カテ

ゴリー分類はいつの時点で実施されるのでしょうか」、「新ＪＩＣＡでは、ＪＩＣＡのプ

ロジェクト形成調査、無償の予備調査、開発調査及びＪＢＩＣのＳＡＰＲＯＦが統合され、

協力準備調査という名前で新たにスタートすると伺っていますが、新ＪＩＣＡに対しては、

特に有償資金協力の案件実施準備段階の迅速化に対する期待は大きいと思います。２つの

組織で実施されていた同一プロジェクトに対する調査及び環境評価に関し、可能な部分に

ついては、省略していくことが好ましいと考えます。特に事業の実施までに時間を有する

有償資金協力を例にとり、供与表明までにどのような調査が実施され、どのようなタイミ

ングで環境配慮の確認作業が実施されるか具体的に教示願います」、「現ＪＩＣＡ環境ガ

イドラインには審査諮問委員会の常設、現ＪＢＩＣガイドラインにおいても必要に応じた

委員会の設置が記載されていますが、資金協力に対しても今後審査諮問機関による助言が

行われるのでしょうか。資金協力の事業の実施主体は相手国政府であるものの、特に環境

影響が大きい案件について、専門家の助言を得ることは透明性の確保及びより良い案件を

形成するうえで好ましいと考えます」という御質問等をいただいてございます。 

 こちらの検討状況でございますが、新ガイドラインにおける手続につきましては、まさ

に今後この有識者委員会で御議論いただきたいと考えてございます。 

 現行ガイドラインにつきましては段階別に規定を置いているわけではございませんけれ

ども、あえて案件形成段階、案件審査段階、意思決定段階、実施段階と分けますれば、Ｊ

ＢＩＣのガイドラインは、案件審査段階から実施段階においてＪＢＩＣが行う環境社会配

慮の手続をカバーしてございます。一方、ＪＩＣＡのガイドラインは、ＪＩＣＡ事業の実

施段階においてＪＩＣＡが行う環境社会配慮の手続をカバーしているものでございます。 

 案件発掘・形成のための調査に基づき案件形成が行われる場合には、個別案件形成に当

たりカテゴリ分類を行い、必要な環境社会配慮調査を行う方向で検討しております。調査

途中の分類変更もあり得るかと思います。案件発掘・形成のための調査を行わない案件で

先方政府から正式要請書が提出された案件については、要請時の情報に基づき、環境社会
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配慮に係る案件検討・審査を開始する際に当該案件のカテゴリ分類を行う方向で検討して

おります。 

 案件発掘・形成のための調査に基づき案件形成が行われる場合には、案件形成の段階か

ら環境レビューに必要な環境社会配慮に関する情報を十分に収集・分析することができ、

案件形成の迅速化を図ることが可能になると考えてございます。 

 現行ＪＩＣＡガイドラインには審査諮問機関の規定があり、また、現行ＪＩＣＡ及びＪ

ＢＩＣガイドラインには相手国における委員会の設置の規定がございます。現行ＪＢＩＣ

でも、環境影響が大きい案件を中心に外部専門家の助言を積極的に得ております。新ガイ

ドラインにおける審査諮問機関については、技術協力事業の実施には新ＪＩＣＡが直接か

かわりますが、資金協力事業の実施主体は相手国政府等であるという違いを踏まえて検討

する必要があると考えてございます。 

 ちょっと長くなりましたけれども、いただいた御質問に関しまして、現在の検討状況と

いうことで、政府で御検討いただいている部分もございますけれども、私どもの承知して

いる部分ということで御説明させていただきました。 

○原科座長 どうも御説明ありがとうございました。 

 たくさんございますので、一遍にまとめると混乱すると思いますから、順番に参りまし

ょう。 

 １番目、ローリングプランの部分の御説明で何か御質問、御意見ございますでしょうか。 

○福田委員 どうも御説明ありがとうございました。 

 質問させていただいた点の中で幾つかお答えがいただけなかった点がありまして、これ

は恐らくまさに検討中で、なかなか紙には落としにくいところがあるのかもしれないです

が、その点も含めて、今改めて口頭で補足的に質問させていただくことがあるかもしれな

いので、今、議論がどういった状況なのかということも含め、もしお答えが可能であれば、

教えていただきたいと思います。 

 １点目ですが、事業展開計画、ローリングプランというのは政府の文書であるという御

説明があったのですが、作成主体は現地ＯＤＡタスクフォースであるということで、その

辺の関係がよくわからなかったのです。この文書について、最終的にまとめ、責任をとる

主体は外務省になるのか、あるいは新ＪＩＣＡになるのかということを教えていただけれ

ばと思います。 

 ２点目ですが、現地ＯＤＡタスクフォースというのは恐らく現地で大使館とＪＢＩＣと
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ＪＩＣＡのＯＤＡの担当者が集まって行われている会議のことだと思うのですが、ローリ

ングプランの策定において現地ＯＤＡタスクフォースが主体となって行うということはわ

かりました。この中で、例えば、今、現地のＯＤＡタスクフォースについて、民間企業の

方が入った上で拡大版のＯＤＡタスクフォースをやろうという動きがあったり、一方で、

以前から幾つかの国では、現地の大使館あるいはＪＢＩＣ、ＪＩＣＡの方とＮＧＯの方の

間で協議が持たれているというＯＤＡ大使館という仕組みがあったりしますが、政府機関

で形成されているＯＤＡタスクフォースに外部のステークホルダーを含めた主体がローリ

ングプランの策定に関与する可能性というのはあるのかどうかということを教えていただ

ければと思います。 

 ３点目ですが、御説明の一番最後に、案件ごとではなく、まとめて記載される場合もあ

るという御説明があったのですが、これはどういうイメージなのかということを教えてい

ただければと思います。 

 最後になりますが、ローリングプランが公開されるのかどうかといった点について、私

もそうですし、清水委員からも質問があったのですが、この点についてお答えをいただけ

なかったのですが、今どういう議論がなされているのか、あるいは、もし公開が難しいと

いうのであれば、公開についてどのような懸念があって今議論がなされているのかという

ことも、よろしければ御説明いただければと思います。 

 以上です。 

○原科座長 では、以上に関しまして御回答をお願いできますか。 

○JICA（植嶋） まず１点目の、最終的に責任をとる主体はだれかということですけれ

ども、この文書のクレジットというか、どういう名前で出されるかというと、これは現地

ＯＤＡタスクフォースということになるのだろうなという話はあるのですけれども、最終

的な責任の主体という話はまさにまだ議論をしている最中でございまして、きょうここで

お答えすることはできません。 

 それから、現地ＯＤＡタスクフォースに民間の方の参加をえること、それからＮＧＯの

方に入っていただくということは確かにございます。ただ、これは毎回入るというわけで

はなくて、恐らく定期的にトピックをある程度決めたときに入っていただくというアレン

ジになるのだろうと考えております。したがって、外部のステークホルダーが、いわゆる

ローリングプランを常に検討するような立場で参加するというふうには理解しておりませ

ん。 
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 それから、まとめて記載される場合というのは、御存じのとおり、円借款というのは１

件当たり数百億という案件、他方、草の根の技術協力だとか草の根無償というと本当に小

さい案件がございますので、例えば保健分野についてはある年に草の根技協を実施」と言

った形式で、何件になるかわかりませんけれども、スキーム名だけで書いたりとか、ある

いは、個別の案件というよりも個別の案件をまとめたプログラムのような形で記載する場

合もあると思います。 

 それから、公開するかしないかについては、ここにも書いてありますとおり、業務資料

ということで、今、政府との議論の中では、公開しない方向で検討しているということで

ございます。 

○原科座長 今の４番目で、業務資料なので公開しないというのはどういうことですか。

業務資料は情報公開の対象になるのではないですか。 

○JICA（植嶋） なぜ公開しないのかという…… 

○原科座長 業務資料だから公開しないとはすぐにいかないのではないですか。多くのも

のは対象になるのではないですか。 

○JICA（植嶋） 業務資料だから公開しないというのは、ちょっと因果関係の言い方が

間違っているかもしれません。 

○原科座長 今のはびっくりしましたよ。業務資料なら、むしろ公開を原則でつくってい

ただかなければ困るんですよ。透明性のためにね。だから、業務資料であって、これこれ

の理由で一部は公開できないと。 

○JICA（植嶋） そうですね。その間がちょっと抜けていたと思います。 

○原科座長 これは大変大事なことですよ。透明性を確保しながら業務をしていただく。 

○JICA（植嶋） まず結論的に申し上げると、今のところ公開しない方向で検討してい

るということです。その理由ですけれども、実は、この理由については、まだ政府との間

で十分議論をして、これだという話になっているわけではないのですけれども、まずロー

リングプランの性格として、まさにローリングしていく内容ですから、場合によっては四

半期に１回内容がどんどん変わっていくものでございます。それから、相手国政府の正式

な要請がない案件も仮置きのような形で記載する場合があるということで、それがそのま

ま外に出てひとり歩きしてしまうというのはいろいろな意味で誤解を与えたりしてしまう

と考えています。公開するかしないかについて最終的に決まったわけではないのですけれ

ども、現時点では公開しない方向で検討中ということでございます。 
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○JBIC（中澤） 今、植嶋さんからお話があったとおりでございますけれども、例えば

円借款におきましては、外務省のホームページをごらんいただきますと、国によりまして、

ロングリストということで今後の協力の候補案件の長いリストが載っている国がございま

す。当然のことでございますけれども、日本政府と先方途上国政府が合意の上でそういっ

たロングリストを公表するということで、合意されたものについて出ているということで

ございますので、必ずしもすべての国についてそういうリストが公表されているという状

況ではございません。事業展開計画につきましても、将来の協力候補案件、あるいは、先

方政府にとっては、要請案件だったり要請候補案件だったりということが載ってくるとい

うことになりますと、途上国の国内におきましても、どういったものを載せる、載せない

ということについてはかなりいろいろ議論があるところだと思いますので、いずれにしま

しても、なかなか日本だけで決められることでもないのかなという部分は非常にあるかと

思っております。その後の議論を円滑に進めていくためにどういった取り扱いができるの

かということ、先方政府との関係等について勘案しながら日本政府で今御検討いただいて

いるということかと思います。 

○原科座長 ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

 今の御説明ですと、相手国政府との関係も考えて、場合によっては公開もあり得る、そ

ういうことも考えておられるのですか。一律公開ではなくて。 

○JBIC（中澤） そこは、申しわけないのですけれども、新ＪＩＣＡとしてお答えでき

る範疇を超えているかと思いますので。 

○北村委員 外務省の北村でございますが、一言で申しますと、そもそもローリングプラ

ン、事業展開計画に何を書き込むかということについて現時点ではまだコンセンサスがな

いという状況でございます。今回のＪＩＣＡ・ＪＢＩＣさんでつくっていただいた紙では、

もともとローリングプランの目的が、相手国の開発政策との調和化を進め、中期的な見通

しを持って案件を形成できるようにということでございますので、そういう観点から申し

上げれば、要請あるなしにかかわらず、なるべく多くの案件を記載すればいいのではない

かというような考え方に至ります。他方で、要請がない案件について、果たしてどこまで

どう載せるべきかということについてまだ整理がついていないというのが１つございます。

あとは、業務資料という言い方をこの中ではしてございますけれども、業務に役立てる上

では各プロジェクトについて各種情報が含まれる方が便利ですが、逆に書き込めば書き込
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むほど、場合によってはその後の入札との関係でまずいような状況も出てくるかもしれま

せんし、なかなか公表しにくくなる。ただ、いずれにせよ、どこまでどういう情報を盛り

込むかということについて現時点で意思決定ができていないということでございますので、

公開の可否についても、まだこの段階では検討中というのが現状でございます。 

○原科座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、この件はよろしいでしょうか。 

○福田委員 今の点についてお伺いしたいのですが。ここで議論すべき内容なのかどうか、

あるいはだれに質問を投げればいいのかということがよくわからなかったりするのですが、

一応今のところは、この文書自体のクレジットはタスクフォースという形で、共同で新Ｊ

ＩＣＡと大使館が作成されることになるとは思いますので、新ＪＩＣＡとしてのお答えと

いうことでいただければと思うのですが。 

 今の話でよくわからなかったのは、１つは、正式な要請がないから外に出すのが難しい

というお話があって、その点が私にはいまいちすんなりとはのみ込めなかったというのが

正直なところです。実際に今後、この案件の進度が前に進めば、例えば案件形成の段階で

協力準備調査をやっていくということになるわけですが、この段階でも必ずしも正式な要

請があることを前提にするものではないということはあると思いますし、正式な要請があ

るかないかが外に出せるか出せないかというのにどう影響してくるのかな、ということが

よくわからないところがあります。 

 もう１つは、先ほど円借款のロングリストのお話がありましたけれども、これも今は既

に公開されているもので、それによってどういう弊害があるのだろうということが私には

理解できないです。もっと言えば、例えば世界銀行だとかアジア開発銀行が作成している

国別援助計画、呼び方は機関によって違いますけれども、こういったものは、今後３年と

か４年というスパンでどのような事業を行っていく可能性があるのかということについて

後ろの方にリストとして載っているというのが現状の取り扱いだと思います。これによっ

て、実際にこの案件が実施されていないではないかとか、あるいは途上国の中でこういう

混乱を生じさせたという話を私は伺ったことがないので、今お話しいただいたローリング

プランを公開できない理由というのは私には納得できませんでした。 

○JBIC（中澤） 北村委員から御説明があった部分とちょっと重なりますけれども、現

状におきましては、ローリングプランにどのような範囲でどのような項目を盛り込むかと

いうこと自体御検討いただいている最中という認識でございます。実際に実務をやってい
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てここのところが非常に難しいなと思いますのは、まさに円借款のロングリストがそうで

ございましたけれども、これは国にもよりますけれども、円借款のロングリストについて

は基本的には案件名を何ら、例えばインドネシアであればインドネシア政府がプライオリ

ティをどれに置いているのかとか、あるいは日本政府の方がプライオリティをどういうふ

うに置いているのかといった情報を抜きに何十ものプロジェクトが同列に並んでいるよう

なものが基本的なロングリストのパターンだと思います。これを例えば優先順位をつけた

り、要請されていない案件においてどれを載せるということになりますと、途上国の政府

の中においても、どうしてあの案件が載っているのにこの案件を載せてくれないんだ的な

話というのは、中央政府と事業実施機関の間、あるいは中央政府と地方政府との間でさま

ざまな議論が起こる部分だと思います。これは実際に世銀等において例えばカントリー・

アシスタンス・ストラテジー等には案件名が幾つか載っているというのはありますが、そ

こにおいてもそういう部分が全くないとは言えません。実際にそういう議論が途上国の政

府の中で議論としてもあった国がございます。ですので、項目の中身ですとか深さみたい

なものと公開ということとのプラスマイナス、コスト・ベネフィットみたいな話もあわせ

て勘案していかないとなかなか決めていけない。いろいろ双方の意思が入れば入るほど、

それを出したときのインパクトもあるかと思いますので、その辺を今まさに総合的にいろ

いろ検討、勘案していただいている部分かと思います。 

○福田委員 １つだけ確認させていただきたいのですが、最終的にローリングプランとし

て確定され、もちろん変更はされるのでしょうけれども、そのものについては相手国政府

の了承を得た上で確定するということになるのでしょうか。 

○JBIC（中澤） そこのプロセスも含めてまだ詳細を検討中ということかと思います。 

○高梨委員 これはお願いなのですけれども、案件情報はできるだけ前広に出していただ

いた方がいろいろな意味でいいと私どもは思っております。特に、今、国際機関のお話が

ありましたけれども、国際機関の場合は、パイプラインプロジェクトのリストというよう

な形で、どういう案件を検討しているかというのが結構公開されているといいますか、情

報を提供している状況なのです。従来、日本の援助について頭の部分で非常に不明瞭だっ

たというところがあるものですから、私どもも民間としていろいろな形でプロジェクトを

追っていく、あるいは協力していくという観点では、早目に情報が出てくるといいと思い

ますし、今、中澤さんがおっしゃったように、このローリングプランに載っているのはそ

ういうプロジェクトですというような状況でお話しいただければ、特段不都合はないので
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はないかと。要するに、まだ成熟して決定しているものではありません、ただ検討対象と

してこういうのが出ていますというようなことも含めて、お願いとしては、ぜひ公開して

いただければと思っております。 

○原科座長 そういう備考をつけるような格好ですね。それで十分対応できるのではない

かと。 

○吉田副座長 結構このポイントは重要で、新ＪＩＣＡが国民に対して、あるいは途上国

に対してどういう基本的なスタンスで臨むかということの象徴の１つだと私は思っていま

す。したがって、公開を原則に議論してもらいたい。すなわち、公開することを念頭に置

いて、中身、深さ、コンテンツをどうするか、そういう方向で検討してもらわないと、逆

に公開できない理由を国民あるいは途上国、受け入れ側に説明するのは非常に困難だと思

うのです。そういう大事なところだと思います。それはいろいろな書き方があると思うの

です。これはローリングプランだから、ある１年のある時点での情報であって、当然サブ

ジェクトチェンジ、いかようにも変わりますよというのを最初に言わなくてはいけない。

かつ、向こう側の要請があったものはそういう印をつければいいし、ないものはないんだ

よというふうにし、かつ、もうちょっとやるならば、途上国の了承を得ていませんという

ことを最初に出してもいいし、いろいろなオプションが考えられると思うのです。要は、

公開を原則とするという強い姿勢を持って臨めば、コンテンツあるいは前書きという手段

でできることではないかと思います。 

○原科座長 ありがとうございました。 

 それでは、満田さんですね。どうぞ、フロアから。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田と申します。 

 今まさに吉田先生、高梨委員、福田委員からお話があったとおりなのですが、私もこれ

は公開しない理由というのが納得できませんでした。環境社会配慮上の理由から言っても、

現行ガイドラインにある、かなり早期からの環境社会配慮を広く意見を聞いてインプット

していくという趣旨から言っても、このような早い段階からローリングプランを公開する

ことはむしろプラスの効果があるのではないかと思いました。 

○原科座長 ありがとうございました。 

 たくさんの方から、公開に関してはやはり前向きにという御意見をいただいたと思いま

す。私もさっき申し上げたのはそういう感じです。業務資料だから非公開だという御説明

がありましたので、それは今の考え方ではありませんよね。業務資料であるからこそ公開
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を前提にきちんと書いていただかないといけないと思います。情報公開法がそういう考え

方でできております。そういうことで、その辺はやはり、今、吉田先生もおっしゃったよ

うに、新ＪＩＣＡのスタンスを世界に示すためにも、ぜひそういう方向でお考えいただき

たいと思います。ですから、いろいろな段階がありますね。できるだけ公開する範囲を広

くしていただきたいと思います。お願いしておきます。 

 それでは、次のところに移ってよろしいでしょうか。 

 ２番目に参ります。協力準備調査に関しまして御質問ございますでしょうか。 

○清水委員 御説明ありがとうございました。３ページ目の一番最後のポツのところで、

協力準備調査の報告書の取り扱いに関して、公開するか否かについては検討中という趣旨

のお答えでしたが、現在既にＪＩＣＡ、ＪＢＩＣで出しているものについては基本的には

公開という扱いで宜しいのでしょうか。それ以外の、現在公開されていないものについて

現在検討中ということなのでしょうか。 

○JBIC（中澤） 質問の趣旨を取り違えていれば正していただければと思いますが、協

力準備調査自体がある種新しい概念の調査、御質問の中でも、あるいは前回等の御発言の

中でもあったかと思いますけれども、マスタープラン、Ｆ／Ｓ、ＳＡＰＲＯＦ、そういっ

たものと関連する新しい概念ということで、必ずしも今までの調査と比較できるものでは

ないとは思いますけれども、ここで書いていますのは、まさに新しくできる協力準備調査

の取り扱いということでございます。協力準備調査は、スキーム別に分かれているような

かなり審査に至る段階に近いものもあれば、３スキーム一体でかなり上流部分について調

査する部分もあるかと思いますけれども、その新たにでき上がる協力準備調査の取り扱い

ということでここでは書かせていただいております。 

○JICA（植嶋） 繰り返しになってしまうのですけれども、御質問の中に、協力準備調

査とはＭ／Ｐ、Ｆ／Ｓ、ＳＡＰＲＯＦを統合した新しい概念とお考えになっておられる方

が多いと思うのですけれども、我々の整理ではそうではないのです。全く新しい性格の調

査であると。第２回目に法的根拠の説明をさせていただきましたけれども、Ｍ／ＰとかＦ

／Ｓというのは、今、技術協力としてやっているわけです。それに対して、今度の協力準

備調査というのはあくまでも資金協力等を実施する前の情報収集としてやるということに

なりますので、外から見ると似たようなことをやっているかもしれないのですが、位置づ

け、性格は変わってくる新しいタイプの概念と御理解いただいて今後議論を進めさせてい

ただいた方が間違いないかなと思っています。 
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○清水委員 ありがとうございます。性質の違いについては理解いたしましたけれども、

ここで意見を差し上げるような趣旨のことでもないかもしれませんけれども、そうであれ

ばなおさらのこと、実施につながる可能性が高い、そういう意気込みでやるというような

調査であればあるほど、ぜひこれは公開を前提に進めていただきたいと思います。 

○JBIC（中澤） まさに今検討中のところでございます。 

○原科座長 そういうことだと思います。その検討をしていただくということだと思いま

す。 

 ほかに御質問ございますでしょうか。 

○福田委員 同じポイントについてお伺いしたいのですが、入札に影響を与える情報、あ

るいは報告書に記載されている情報というのは具体的にどのようなものを指して御検討な

さっていらっしゃるのかということを１点お伺いしたいと思います。これはＪＩＣＡさん

の運用実態確認報告書の中で出てきていますが、例えば現在、無償資金協力事業の基本設

計調査の日本語版については入札に与える影響があるので入札が終了するまでは公開しな

いという取り扱いがなされているという記述がありましたが、こうした個別事業の詳細な

設計、入札に影響を与えるような詳細な設計についてお話しいただいているのか、それ以

外のものについても何かここに関わってくるようなものを情報としてお考えなのかという

ことをお伺いしたいと思います。 

 もう１点は、入札に与える影響等の「等」の部分について、もし何かほかに、こういう

ものが公開との関係で考えられるというものがあれば教えてください。 

○JBIC（中澤） おっしゃいましたとおり、入札については、まさに積算でありました

り、あるいは入札のパッケージングの情報あたりに関係してくるのかと思いますけれども、

まさに入札に影響を与えるような情報というのはあり得るかと思います。 

 「等」につきまして、特段強い意識があった「等」かどうかという部分はありますけれ

ども、私ども、当然のことながら先方政府の協力を得てさまざまな調査活動をやっており

ますので、先方政府としてなかなか開示できないような情報、それぞれの国にそれぞれの

情報開示の法律があったり、取り決め的なことがあるかと思いますけれども、そういった

情報が場合によってはあり得るかとは考えております。 

○原科座長 私から１つ質問をいいですか。 

 いつも思うのですけれども、積算に関する情報を公開することが入札に影響を与えると

いう、その考え方が私はどうも変だと思うのですよ。実におかしなことで、入札のときは
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なるべく正確な情報を与えないと、入札する側は適切な費用見積もりはできないのですよ。

だから、積算根拠を与えるのは全然悪くなくて、問題は、特定の主体に秘密裏にそういう

情報を与えたら、これはアンフェアなことが起こるのです。だけど、イン・パブリック、

最初から公開でそういう情報をきちんと伝える分には全く問題ないのです。その方が合理

的な見積もりができますから、その方がいいんですよ。極端な例は、最近イギリスでは民

営化が進んできまして、道路の建設なんかでも最初からできそうなところをきちんと決め

て、そこに入札―入札というのか、そこにもうお願いしてしまうような格好が出てきた

と聞きました。それはもっと情報が早目に来るわけです。その方が社会的には費用が減る

のですね。だから、合理的な判断をするのだったら、積算情報を公開してはいけないとい

うのは、私には全く、どういうことでそういう根拠になるのかわかりません。その理由を

もう少し正確に教えていただきたいですね。ちょっと観点を間違っていないですか。一部

の人に伝えるのは問題だけれども、最初から全部公開すればいいわけでしょう。 

○JBIC（中澤） これは協力準備調査の話ですので、必ずしも全部についてカバー、私

が知っているような実務ができているかどうかわかりませんけれども、円借款においては、

私どもＪＢＩＣあるいは新ＪＩＣＡにおいて審査します前提となるフィージビリティ・ス

タディについては、主には途上国政府から提供されてきております。その上で、例えば彼

らが詳細設計をやって入札書類をつくり、国によっては予定価格をつくりというようなこ

とをやっています。そもそも積算予定価格を公表するのかどうかということも国によって

確かに取り扱いが違っておりまして、まさに先生御指摘のとおり、情報の非対称性といい

ますか、特定のグループのみにそういう情報が出てくることになると問題だと考えて、そ

もそも出さない国もあれば、逆に出さないことで非対称性をむしろ高めてしまうという考

え方のもとに出している国も最近出てきているというのもおっしゃるとおりかと思います。

そういった世の中全般の動きでありますとか、私どもが取り扱います途上国における入札

ということ、資金協力については途上国政府の方の事業になりますので、彼らの考え方、

そういったことを勘案して決めていくことになるのかと思います。 

○原科座長 ですから、ぜひそういう新しい考え方を導入していただいて、できるだけ合

理的な判断ができるようにして、費用対効果を高めていただきたいと思います。 

 フロアからどうぞ。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田です。 

 現行のＪＩＣＡさんの開発調査の報告書は当然のことながら公開されているわけですよ
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ね。幾ら新しいスキームだとはいっても、内容的には、案件形成の過程でＦ／Ｓなどを準

備するような調査になる。実質的にはかなり類似の部分が多いのではないかと理解してい

ます。仮に協力準備調査の報告書が一部なりとも公開されないといたしますと、現行のプ

ロシージャーで公開しているものを公開しないということにならないかというのが１点で

す。 

 それから、現行はＪＩＣＡさんで開発調査が行われまして、その報告書が公開されて、

ある程度の期間を置いた後、その中のあるものは円借款につながる。その場合、円借款の

アプレイザルというものは、当然のことながら開発調査報告書なども非常に重要な情報の

１つになる。そういった流れがあるわけなのですが、現行の手続の中で、協力準備調査報

告書の作成が終了し、かつ公開されないうちにアプレイザルが実施されることがあり得る

のかどうか。あり得たら、これは非常にまずいことなのではないかと思ってお聞きするわ

けです。 

 その２点について教えてください。 

○JICA（植嶋） 現行のフィージビリティ・スタディ報告書の取り扱いについて、まだ

これは検討中なので公開しないということが決まったわけではないですが、仮に公開しな

い場合は同じようなことをやっていて取り扱いが変わってしまうのは変ではないかという

意見だと思います。繰り返しになりますが、フィージビリティ・スタディの今の枠組みと

いうのは、あくまでも相手国政府が行おうとしている公共的開発計画、公共事業計画づく

りを技術協力として支援していくという位置づけでございまして、その結果として、報告

書の中にいろいろな数字とかが出てきて、公開されることは現にあるわけです。これはお

答えになっていないかもしれないですけれども、時々ＪＢＩＣさんから、円借款と近いタ

イミングで実施されるような調査については、公開のタイミングとかを少し慎重に考えて

ほしいというようなことは今でも言われているという状況はございます。公開するかしな

いかというよりも、公開のタイミングについては今のフィージビリティ・スタディの報告

書でも慎重に配慮する必要があるケースがあるということです。ただ、繰り返し申し上げ

ますけれども、今のような御意見も賜った上で、どうするかというのはこれから良く検討

するということですので、趣旨を御理解いただきたいと思います。 

○JBIC（中澤） ２つ目の方は、報告書と審査との関係という感じでよろしいでしょう

か。 

○一般参加者（満田） はい。 
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○JBIC（中澤） 新ＪＩＣＡにおいて例えば案件の検討・審査を行うに際しまして、環

境配慮関係あるいは社会配慮関係の情報が必要ですが、報告書が出ているかどうかという

ことでは必ずしもないのかなと。要するに、環境社会配慮を検討するに当たって十分な情

報がアベイラブルになっているのかどうかという観点だと思います。例えば、報告書の完

成を待って、印刷を待ってから審査をということになりますと、それだけタイムラグが生

じる部分はあるかと思いますので、問題は、報告書という形であれ、そうでなかったとし

ても、必要な情報が十分にあって、必要なものは出されているかということなのかなとは

考えております。 

○清水委員 情報公開についてですけれども、私がこの業務フローにかかわる質問の中で

出してしまったのもちょっと反省しているのですけれども、今のお話を伺っていますと、

公開のタイミングもしくは公開の範囲については業務フローの議論をされている中で決定

されているような印象を受けました。一方で、情報公開のタイミングもしくは範囲につき

ましては環境配慮においても非常に重要な事項であると思っておりますし、私たちもＮＧ

Ｏ提言書の中で幾つか情報公開についてのポイントととして提出させていただいています。

要するに、情報公開の範囲・タイミングについては、私たちはここで付与の話として受け

るのか、ここで議論できるようなことなのかということをお伺いしたいと思います。ちな

みに、言うまでもないことですけれども、ぜひこの場で議論させていただけるということ

にして頂けるとありがたいと思っています。 

○JBIC（中澤） 環境社会配慮に係るこの委員会でＴＯＲといいますかマンデートとし

ていただいているようなことの関係での業務フローであったり、情報公開の関係であった

りということについてはここで議論いただくと認識しています。 

○原科座長 そうですね。私もそう思います。それで業務フローのことをお聞きしたいと

前に申し上げたのです。同じ認識です。 

○福田委員 すみません、しつこく情報公開の話なのですけれども、先ほどの植嶋さんの

お話の中で、ＪＢＩＣの方から、円借款の直近に行われるフィージビリティ・スタディの

報告書については公開のタイミングについて配慮してほしいという話があったりするとい

うお話だったのですが、その点について具体的に、例えばどのような理由で、どのタイミ

ングまで遅らせてほしいということがあるのか、その背後にある理由は何なのかというこ

とをお伺いしたいと思います。 

 実は、私も基本的には協力準備調査の報告書というのは完成次第すべて公開するべきだ
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と思っているのですが、これまで、この点については、ＪＢＩＣの皆さんとＳＡＰＲＯＦ

の報告書の公開をめぐって相当さまざまな議論をさせていただいております。基本的には、

現在のところ、ＳＡＰＲＯＦというのは公開しないという前提で調査が実施され、最終的

に公開されないままに案件の審査に入るわけですけれども、これを公開してくださいとい

うことを昔から常々お願いしてきたのです。そのときに御回答いただく内容は、まさに先

ほど中澤さんがおっしゃったように、相手国との関係で公開を前提としてしまうと情報を

とるのが大変になってしまう、調査に必要な情報がとれなくなってしまうという形の御回

答をこれまでＪＢＩＣからは縷々御説明していただいております。私はずっとこの説明が

よくわからないなと思っていて、何でＪＩＣＡはフィージビリティ・スタディを公開して

問題なく案件の形成を行うことができ、ＪＢＩＣのＳＡＰＲＯＦは非公開を前提にしない

と案件形成に必要な情報が得られないのかという違いを昔からよくわからないなと思って

いて、もしその議論が今から行われる協力準備調査の報告書の公開に持ち込まれ、そして

フィージビリティ・スタディの公開にまでぐちゃぐちゃとそういう理由が入り込んでくる

のであれば、それは非常に問題だと思います。一体何が本当に問題点なのかということを、

現在ＪＩＣＡがフィージビリティ・スタディは公開しているということを前提にした上で

きちんと御説明いただきたいなと思います。 

○原科座長 今の件はいかがでしょう。ＪＩＣＡは公開している同じレベルの調査をどう

してＪＢＩＣは公開できないのかという御質問ですが。 

○JICA（植嶋） 中澤課長から補足していただいた方がいいと思いますけれども、私が

理解しておりますのは、その後に控えている入札との関係で、タイミングをよく考えて公

開してほしいと言われていたのだと理解しています。ちょっと違っていたら。 

○JBIC（中澤） これまでフィージビリティ・スタディについてはＪＩＣＡの方で技術

協力という形でやっていて、ＳＡＰＲＯＦについては資金協力の前提となるＦ／Ｓの補完

調査ということで私どもの方でやっていた。当然、新機関になって、より３スキーム連携

をとって開発効果を迅速に発現するというもとで協力準備調査という新概念を考えている

わけですので、新しい器には新しい考え方のもとで、さまざまな要請あるいは世の中の流

れ等を踏まえていろいろ検討していくことに尽きると思います。正直、Ｆ／Ｓについては

公開しているけれどもＳＡＰＲＯＦについてどうして同じ調査がというところは、必ずし

も同じ調査かどうかということもあると思います。それから、そもそもの前提として、私

どもが途上国政府に情報をいただくに際してどういうもとでお願いしているかという、そ
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のやり方の問題もあると思っていまして、先ほど吉田委員からローリングプランの話がご

ざいましたけれども、もともと情報公開を前提として、その範囲で調査を行うということ

も１つの考え方としてはあると思いますし、そういったことを全体的に考えていった上で、

それから、先ほど来申していますような入札への影響等、もちろんそこも情報の対称性、

非対称性、途上国で情報の対称性をどうやって確保できるのかという問題はあるかと思い

ますので、そういったことを勘案の上で、協力準備調査としての情報の公開については引

き続き検討していきたいと思っております。 

○原科座長 そういうことで、同じような調査であっても、その次のユーザーとの関係が

違うということのお答えだと思います。ただ、これに関しましては、今おっしゃったよう

に新しい概念なので、我々は基本的な考え方をしっかりしておかないといけないと思うの

ですね。先ほど吉田先生が新ＪＩＣＡのスタンスをきちっと示さなければいけないとおっ

しゃったのは、全くそう思います。 

 そこで考えますが、新ＪＩＣＡの場合は、一言で言うと世界銀行よりも高い水準のもの

をつくらないと国民に説明ができないということです。これは日本国政府が支援している

組織ですから。だから、世銀のレベルを超えるということをまず基本にして考えていただ

きたいと思います。そうしないと国民に対して説明できないですよ。そうでしょう。これ

はもう皆さんよくおわかりのことです。これは国がサポートしている組織ですからね。世

銀はいろいろな国がサポートして、しかも市場から資本も調達していますね。その辺が随

分違います。だから、その基本のところをしっかり踏まえないと見誤りますから、これは

ぜひ。今、御説明で、本当に前向きなお考えで、新しい概念なのでＳＡＰＲＯＦとは違う

んだとおっしゃったのはそう思います。新ＪＩＣＡというのはこれから本当に大きな影響

力を持ちますので、しかも、今、財政的に厳しいのでＯＤＡ予算は減る方向です。ですけ

れども、社会的にも必要だし、国際的にも必要ですよね。ちょうど洞爺湖サミットを控え

て日本政府はいろいろ国際協力をしようとか、ＴＩＣＡＤをやったばかりということで、

アフリカへの支援もやろうと言っていますよ。そうなると、それが本当に国民に対して説

明できるような格好で中身を決めていかなければいけないわけです。だからこそこの有識

者会議はものすごく大事だと思っています。ですから、そういう新しい考え方、ぜひ前向

きな、世界をリードするようなものをつくるということで御検討をお願いしたいと思いま

す。私からのお願いでございます。 

○堀田委員 次の案件審査のところにも関係するのですが、今まで案件形成段階で別々に
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行われていたＦ／ＳあるいはＳＡＰＲＯＦ等々を統合して相乗効果を発揮するようにとい

う考え方は非常によくわかるので、それはいいことだと思うのですけれども、一方で、協

力準備調査それ自体とその次の段階、審査等々との連携をどのようにするのかという論点

があると思います。先ほどの満田さんからの御質問にも同じ御指摘があったかと思うので

すけれども、実際に協力準備調査の中で、調査の結果、環境社会配慮でやらなければいけ

ないことがたくさん出てくると思うのです。そこで行われた提言や、あるいはフィージブ

ルと言えるための条件になるような前提が実際に確保されるかどうかということが、協力

準備調査の段階ではなく、その後でどうやって実効性を持たすのかというような、そうい

う連携が必要になると思うのですけれども、今御検討いただいている業務フローの中で、

次の案件審査との関係、エンジニアリングサービスの実施等、また異なるものがあるかと

思いますけれども、その連携の方法について、今御検討になっているものがあれば教えて

いただきたいのですけれども。 

○JBIC（中澤） 先ほど原科先生から励ましの言葉―と受けとめますけれども、いた

だいておりますが、開発効果をいかにしっかり出して日本国民の負託にこたえていくかと

いうところが新ＪＩＣＡに求められているところだと思います。世銀を超えるというのは、

まさに開発効果をしっかり世銀を超えるぐらい発現させていくという観点で何が必要か、

それから、マルチとバイの違い等、いろいろ単純に比較できない部分もあるかとは思いま

すので、そういう中で、日本国民のＯＤＡに対する期待、あるいはＯＤＡを通じて達成し

ようとしているような、国益も含めた、ＯＤＡ大綱に書かれているような考え方にいかに

こたえていくかということを政府ともども一生懸命やっていきたいと思っております。 

 それから、協力準備調査と審査との関係ですけれども、これはまさに今、Ｊ・Ｊの間、

それから政府との関係も含めて一生懸命考えているところでございます。１つございます

のは、新ＪＩＣＡの体制の中で、主に採択前の上流部分につきましては、地域部を司令塔

として、それと関係してくる、例えば課題あるいはスキームといいますか、担当してくる

ような部署、あるいは在外、そういったところとうまく連携をとりながら、いかに協力準

備調査によってしっかりした準備を行い、それを審査に結びつけていくか、どうやってそ

こをうまくつないでいくかということを真剣に考えているところでございます。その一方

で、特に協力準備調査につきまして、個別案件の形成というようなことが特に下流の調査

については中心になってくるかと思いますけれども、それを、例えば資金協力、有償であ

れば有償で、融資審査として牽制機能も働かせながら審査段階でやっていく、これはこれ

 28



でやはり重要なことだと思います。案件形成のための調査というのは、途上国側が一体ど

ういう案件を形成したいと考えてそれを要請してくるのかという、先方政府から要請して

もらったものについて私どもの方で改めて審査することになりますので、当然のことなが

ら、協力準備調査において調査する中身の決定あるいは調査、それから調査されたものに

ついて、それを踏まえていきながら審査するということになるかと思いますけれども、一

方で、審査段階においてのある種別な観点での判断あるいは牽制ということもこれまた必

要になってくるかと思いますので、そういう体制を新ＪＩＣＡにおいて、当然採択におい

ては政府との関係があるわけでございますけれども、いかに確保していくかということで、

まさに日々頭を悩ませているというような状況でございます。 

○原科座長 ありがとうございます。 

 時間がほぼ半分ぐらい来ましたので、ここで一回休憩をとりたいと思います。今、３時

２５分ですので、１０分間休憩をとります。今ちょうど案件審査にかかわりましたので、

今度は案件審査のことを含めて…… 

○福田委員 まだ協力準備調査について何点かあるのですが。 

○原科座長 とにかく一回休みましょう。 

 

午後３時２５分 休憩 

午後３時３５分 再開 

 

○原科座長 休憩時間１０分が終わりましたので、再開いたします。 

 ３番目の「案件審査」に入ろうと思いましたけれども、２番目の「協力準備調査」の件

でまだ御質問があるということですので、２番、３番、４番と参ります。 

 それで、司会を交代したいと思います。ここからしばらく吉田先生にお願いして、５番

目の「環境社会配慮」のところで私に戻るということで、今から４番が終わるまでお願い

してよろしいでしょうか。 

 それでは、吉田先生、お願いいたします。 

○吉田副座長 はい。 

 それでは、福田さん。 

○福田委員 何点かお答えいただいていなかった点について改めて質問させていただきた

いと思います。 
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 １点目は、私の最初の質問の中で、協力準備調査を始める際にどのような情報が準備さ

れるのかという点をお伺いさせていただいて、この点についてお答えがなかったので、も

し何かイメージがあれば教えていただきたいと思います。 

 ２点目ですが、これは実は質問事項にはなかった話なのですが、協力準備調査を始める

際に相手国との間でどのような合意が結ばれるのかということを教えていただければと思

います。国際約束が締結されないということはお伺いしていますが、実施機関である新Ｊ

ＩＣＡと相手国政府あるいは相手国政府の実施機関との間でどのような合意がなされるの

かということについてお伺いしたいと思います。 

 ３点目ですが、私の質問の中で、協力準備調査の類型とその類型ごとの調査プロセスを

お伺いさせていただきました。恐らくこれは固まっていないということなのか、あるいは

類型化も困難だということなのか分からないのですが、この点についてもし何かお答えい

ただければ、教えていただきたいと思います。特に、現行のＪＩＣＡのガイドラインの調

査に関する部分というのは、マスタープラン、フィージビリティスタディ、Ｂ／Ｄという

形で、調査の類型ごとに相当詳細なものがあるのですが、今後実際に協力準備調査の段階

についてどのようなガイドラインを作っていこうと考えた際に、やはりある程度、ざくっ

としたものでも構わないので、協力準備調査ってこういうイメージのものがあるんだよと。

１とか２とか３とか、それぞれ環境社会配慮というのはその中にどういうものが入ってく

る可能性があるんだよというイメージがないと、協力準備調査段階でのどのようなガイド

ラインを作ればいいのかということのイメージがなかなかわかないのかなと思っています。 

 ４番目ですが、ＴＯＲ作成のプロセスについてお伺いしました。回答いただいているの

は、在外事務所を通じて情報収集することはあり得るということをお伺いしたのですが、

もうちょっと具体的に、ＴＯＲの作成がどのように行われるのかということをお伺いした

いというのが１点と、もう１つは、このお答えをいただいた範囲では現在のようなコンサ

ルタントも含んだような形での事前調査のようなものは行われなくなるのかということだ

け確認させてください。 

 以上です。 

○JBIC（中澤） それでは、私の方から答えられるものを答えまして、補足していただ

ければと思います。 

 最初の、決定までにどのような情報が準備されるのかということですけれども、前回お

示ししました業務フローの図の中で、案件形成の方向性及び形成予定案件についての協
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議・確認をＪＩＣＡ・政府内で行うことになっていまして、これは後の類型化ですとかＴ

ＯＲ作成のプロセスともかかわりますけれども、確かに説明がややわかりにくいと思われ

る、あるいはこちらの方でもしにくいと思われる理由の１つに、協力準備調査はかなり広

い範囲をカバーしているというところがあるのだと思います。 

 このフロー図でごらんいただきますと、技術協力、無償資金協力、有償資金協力、３ス

キームの連携をいかに促進して開発効果を迅速に、かつ高いレベルで出していくかという

考え方のもとにつくられている調査なものですから、まず横に非常に広いということ。そ

れから、縦のフローの中での範囲を見ていただきましても、まさに案件の審査をする直前

の段階まで、上流については、まだ個別案件の具体名がわからないような段階も含めて、

途上国の開発課題にアドレスしたり、そもそもその中でのシナリオを描いたりというよう

な非常に広い範囲のものを１つの概念として協力準備調査ということでつくって、その中

でまさに機動的に開発効果が出るような協力を形成していくということが目的となってい

ます。そういう意味でなかなか一律に、例えば始まる前にどこまでの情報がそろっている

かとか、ＴＯＲがどの範囲になるかというのは、全体をカバーすればこういうＴＯＲだけ

れども、例えば縦に見たときに１～１０まで番号があったとして、すべての調査が１から

始まるわけではなくて、先方途上国の準備の状況次第、あるいは国際機関とその他の機関

がいろいろ援助をしていますので、そういう情報がそろっていたりしますと、３から始ま

る調査もあれば、６から始まる調査もあれば、１０だけやる調査もあると思うのです。そ

のそれぞれによって当然そろっている情報は違うわけですけれども、かなり上流段階の開

発計画あるいはシナリオづくりみたいなところですとまだ案件名はなかなかわかりません

が、審査に結びついていくようなものについては、少なくともこの調査が形成を目指して

いる協力自体がどういうものなのか、それに例えば日本政府の政策、国別援助計画等、そ

れから途上国がその開発計画上プライオリティが置かれているのかといった情報は当然あ

って、そういうレベルのものが準備されると思います。当然、どういう内容の調査か、Ｔ

ＯＲですとか、専門家の方がどのぐらい入るのかとか、どのぐらいの期間でやるのかとか、

その辺は情報としてあると思いますけれども、具体的な中身という意味では、先ほどの１

～１０のどのレベルで始まるかによって準備される情報自体も変わってくるところがある

と思います。調査内容等についての準備はもちろん同じかと思いますけれども。 

 ２つ目に相手国との合意ということですが、これは検討中でございます。ただ、当然の

ことながら、途上国側の受け入れがしっかりしていないといい調査はできませんので、調
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査の内容ですとか調査のタイミング、かかわってくる人たち、どの範囲でやるかというよ

うなことについては先方政府と合意する必要があると思っています。さらには、主に委託

等の形をとって専門家―専門家という意味は、いわゆる技術協力で言うところの専門家

ではなくて、さまざまなエキスパーティーズを持った方々に調査に入っていただくことに

なりますので、そういった方々をしっかりと受け入れていただいて、便宜供与であったり、

長きにわたるということであればさまざまなロジスティクス等の面も含めて、調査が円滑

に進むような配慮についても先方政府とは合意する必要があるのかなと思っております。 

 ３つ目の類型のところですが、これも先ほど申し上げたとおり、全体、協力準備調査と

いう名前で行われることの範囲が縦にも横にもかなり広いということがあります。ただ、

そうだとしますと、この委員会で御議論いただくような環境社会配慮面をどのようにした

らいいのかということになると思いますので、何らかの形で、先ほど福田委員からざっく

りした形であってもということをおっしゃっていただいていますけれども、そこは私ども

の方でも内部でもうちょっと、どういう形でお示しできるのかどうかということを考えた

いと思っております。 

 それから、ＴＯＲ作成のプロセスということですけれども、申し上げたような事情で、

例えば途上国から、我々の方でここまでは準備をしたのだ、ただこの部分が資金手当てと

か専門家がいないがためにできないので、新ＪＩＣＡ・日本政府において支援していただ

くために欠けている部分として、そこについての調査をお願いしたいというような場合。

あるいは、途上国側としてはこれで協力をお願いしたいと言ったにもかかわらず、例えば

まさに環境社会配慮面で新ＪＩＣＡにおいてできるであろうガイドラインに照らしたとき

に、新ＪＩＣＡとしてやはりここの部分が不足しているのではないかというようなことが

わかっている場合。それから、そもそもＴＯＲ自体が、こういう開発課題があるというこ

とは双方認識しているけれども、それにアドレスする方法論も含めてもうちょっと情報収

集をしたりしないと調査の中身自体がなかなか決めにくいとか、いろいろな段階があると

思います。特に最後のような段階では、回答のところでも書かせていただいておりますけ

れども、「在外事務所等を活用しつつ、ＴＯＲの作成等に必要な情報収集のための調査…

…」、ＴＯＲ作成のための調査をこの協力準備調査において実施するということも検討を

始めております。 

 以上でございます。 

○JICA（植嶋） コンサルタントを派遣して事前調査みたいなことをすることもあるの
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かというお問い合わせだったのですけれども、今までの開発調査というのは、それ自体が

協力だということもあって、事前の調査がちゃんとフローの中に位置づけられていて、必

ずそれを経て実施していくという１つのパターンが存在していました。しかし、今、中澤

課長からお話があったとおり、協力準備調査というのはフレキシブルにいろいろなニーズ

に対応していけるようなものでないとそもそも目的が達成できない、今までのようにスキ

ームを厳格に分けてパターンを決めてやっていくのでは総合的でシームレスな事前の調査

ができないということなので、必ずコンサルタントを派遣してＴＯＲづくりをするという

パターンをつくる予定はありません。ただ、在外事務所を通じて十分な技術的な情報が得

られないとか、協力準備調査、例えばＦ／Ｓのスコープを決めるに当たって非常に技術的

な事前のサーベイが必要だというときには、場合によっては日本からコンサルタントを送

ってスコープを決めるということもあり得ると考えています。 

○福田委員 ありがとうございます。 

 これはコメントなのですけれども、なぜ最初の段階の情報にこだわっているかというと、

やはりカテゴリ分類をどうするのかということは非常に重要だと思うのです。確かにフレ

キシブルな調査の設計にしたいということは、それはそれでもちろん望ましいことだと思

います。ただ、一方で、どのぐらい環境社会配慮に人員・リソースを投入していかなけれ

ばならないのか、あるいは調査の中でどういったものを環境社会配慮として実際に見なけ

ればいけないのかということはこの段階で検討し、きちんとＴＯＲの中にそれを盛り込ん

でいくということがなければ、いい調査はできない。まさにカテゴリ分類という作業はそ

のための振り分け、どれだけこの事業は環境影響があって、そこをきちんと見なければい

けないだろうという振り分けのためにあると思うのです。そう考えると、やはり協力準備

調査を始める段階でカテゴリ分類をするのに必要な情報をきちんとそろえるということは

まず１つ重要になってくるだろうということと、もう１つは、ＴＯＲ作成の段階でどれだ

け外部の人からのインプットを得られるかというのが非常に重要なことだと私は思ってい

ます。こうした問題意識はまたペーパーにして出させていただきたいと思いますが、やは

り始める段階の調査設計の段階をいかに公開しＴＯＲをいいものにしていくことができる

かどうかというのが協力準備調査を始めるときの１つのポイントだと思っています。 

 以上です。 

○吉田副座長 多分、今の議論の中でも、先ほど議論したローリングプランですね。エン

トリー・ポイントでローリングプランというものがどれだけ情報公開されて、かつ、地の
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タスクフォースが、民間あるいはＮＧＯ、ＮＰＯの人たち、各方面関係団体とその段階で

コンサルテーションして、それがローリングプランに入る、入らない、しかもその情報が

公開されるという、その重要性は、こういう多種多様な場面、タイミングに対応しなけれ

ばいけない技術準備調査であるだけにより重要になる、そういう関連性があると私は認識

しました。 

 それでは、福田委員の意見はここまでで、ほかに。 

 清水さんはあったのでしたっけ。もうないですか。 

 では、満田さん。フロアからどうぞ。 

○一般参加者（満田） ありがとうございます。 

 このＴＯＲの作成については、前々回でしたか、ＪＡＣＳＥＳの田辺さんと私の方から、

過去の事例、ケーススタディをさせていただいたのですが、インド貨物とバリの水資源開

発の開発調査についてでした。ＪＩＣＡの開発調査の特に環境社会配慮に関する調査を過

去のものをいろいろ見たときに、かなりの部分はＴＯＲの作成が甘かったのではないか。

かなりというのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、少なからぬ案件が、ＴＯＲの作成

段階、それから必要なスケジュールがきちんととられておらず、それでファイナル・ドラ

フト・レポートが審査会にかけられた段階でいろいろ、こういう調査は当然すべきだった

のになぜされていなかったのかということが大いに議論されたと考えております。コンサ

ルタントの方々の御意見を聞いても、やはり必要な調査期間がきちんと確保されていない

ので調査ができないのだということは少なからぬ方々が言っておられたことだと思います。 

 ですから、繰り返しになるのですが、ＴＯＲの作成段階で、ＳＡＰＲＯＦにおいてもＴ

ＯＲミッション、コンタクトミッションが出ていると思います。ですから、私は福田委員

の意見とは少し違って、カテゴリ分類のためというよりも、その後の調査のため。カテゴ

リ分類は、セクターと地域特性さえある程度わかっていれば、場合によってはさらに上流

で決めることは可能だと思うのですが、やはり調査における環境社会配慮上のＴＯＲを十

分検討することは非常に重要だと思いました。 

 以上です。 

○吉田副座長 どうもありがとうございました。 

 フロアからもう一方、どうぞ。名前と所属を。 

○一般参加者（新島） ＯＤＡのコンサルタントをしておりますイー・アンド・イーソリ

ューションズの新島と申します。 
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 先ほどＪＢＩＣの中澤課長から協力準備調査についていろいろ説明がありまして、まだ

イメージが浮かばないのですけれども、先ほどのお話の中で、準備調査は１～１０の段階

まであって、３から始まるものもあれば、６からはじまるものもあるという御説明があっ

たのですが、その１～１０がどういうものを指すのか、そのイメージもいろいろあるかと

思うのですが、今の御説明ですと、例えば無償資金協力における積算も含むＢ／Ｄ調査、

今やっているＢ／Ｄ調査についてもこの協力準備調査の中でやられると。一方で、案件形

成のための今ＪＩＣＡで言っている予備調査についてもこの協力準備調査の中でやられる

ということであると、我々コンサルタントとしては要求されているものが全然違ってくる

と思うのです。実際に調査する内容、まさにＴＯＲについても全然決まらないまま始まっ

てしまうというような懸念がありまして、環境社会配慮においても、どこまでどういうふ

うに突っ込んでやったらいいのかというのがつかめないまま入っていってしまうというの

が私の最大の懸念です。 

 そこで質問なのですけれども、先ほどの１～１０までといったときに、協力準備調査と

いうのは何段階かに分かれる可能性があるのか、それとも一発で全部進めてしまうのか、

それも１年かけてやるのか、今のＢ／Ｄ調査みたいに１カ月半ないしは２カ月で終えてし

まうのか、その辺ぐらいのイメージは教えていただけないでしょうか。 

○JBIC（中澤） おっしゃっていただいた点は非常に重要な点だと思っていまして、当

然のことながら、調査を開始する段階で、どのぐらいの時間をかけて、どういった調査内

容で、どういった専門家の方々にどのぐらいのリソースを投入していただいてやるのかと

いうことが決まっていませんと、まさに公示もできなければ契約もできないということか

と思いますので、そこはさすがにそういうことではないと思っています。 

 おっしゃいましたとおり、１～１０の間で段階分けみたいなのがあるのかということで

すけれども、それはあると思います。当初の段階からある程度、最終的に形成するような

案件が見えているような場合については、まさに１０の段階、これはいわば一番審査に近

い段階ということですけれども、そこまでやれる場合もあるでしょうけれども、なかなか

そういかない場合について、私のさっきの表現が適切かどうかわかりませんけれども、例

えば１～４までやる調査とか、そういうのは当然に分かれてくると思います。それについ

てある程度の類型化ができないと、どのように環境社会配慮ガイドラインをかませていっ

たらいいのかということもなかなか決められないですねというのが先ほどの福田委員の御

発言かと思います。それから、今の御質問にありましたとおり、契約ですとかそういうこ
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とも決められないと思いますので、当然のことながら、ある程度の類型化はこれから進め

ていく必要があると思っています。さらに言えば、上流部分はともかくといたしまして、

一番審査に近い部分に行きますと、御存じのとおり、無償資金協力、有償資金協力、技術

協力で、それぞれ採択において求められている要件がスキームの特性によって異なってく

る部分もありますので、当然それに応じたＴＯＲの中身でありますとか深度でありますと

か、そういったことも、これまでのスキーム特性等も踏まえて検討していく必要があると

は思っています。 

○吉田副座長 もう１つ、Ｂ／Ｄはどこに入るのかという具体的質問があったけれども。

ベーシック・デザイン。 

○一般参加者（新島） 先ほどの御説明で、Ｂ／Ｄはもう既に協力準備作業の中に入って

いるというお話でしたので、それはいいのですけれども、要は、今、中澤課長…… 

○JICA（植嶋） よろしいですか。多分、協力準備調査にはこういうパターンがあると

か、大体こういう内容の調査が一般的であるとか、そういう標準型がないままでは仕事の

イメージがつかないというご心配だと思います。それは分かりますが、実際に具体的な個

別の案件に関してコンサルタントさんに調査をしていただく場合は、必ず案件の公示をし

ます。その公示の中に、今回の調査は大体こういうスコープで、こういうＴＯＲで、大体

これぐらいの期間をかけてやっていただきたいということを書いて、それに基づき関心表

明とかプロポーザルを出していただくことになります。さらに契約交渉を通じて具体的に

どこまでやっていくのかということを決めていくことになると思いますので、全く丸投げ

で協力準備調査をお願いしますとかいう頼み方はあり得ないと思います。ただ、そうは言

いながらも、今で言えばＢ／Ｄがあり、Ｆ／Ｓがありとか、そういうある程度パターンが

決まっていてある程度想定できるものに比べると、先が見えないなという感じは確かにあ

ると思いますので、今後これを内部でもよく相談して、どういう類型化ができるのか、で

きないのか、検討していきたいと思っているところです。 

○吉田副座長 よろしいですか。 

 それでは、これで「協力準備調査」は終えまして、「案件審査」に行きましょうか。 

 「案件審査」で追加質問あるいはコメント等がありましたら、お願いします。 

○福田委員 ３点あります。 

 １点目は、私がお尋ねした質問の１つに、正式要請と、新ＪＩＣＡによる審査の前後関

係というのがありました。お答えいただいた内容がこの点について必ずしもお答えいただ
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いていないのかなと思ったというのは、日本政府が行う審査については正式要請が前提に

なるとお書きになっていらっしゃるのですが、一方で、新ＪＩＣＡはその日本政府による

案件審査に先立ち審査を行い、結果を報告すると書いてあります。この新ＪＩＣＡが行う

審査と正式要請の間の前後関係というのはここでは触れられていなかったので、もう一回

その点に絞って御説明いただければと思います。 

 ２点目ですが、無償資金協力の審査について、こういうふうにやりますということを先

ほど御説明いただいたのですが、私、外部の人間としてはこの表現が必ずしもよくわから

ないなと思うのです。端的に言って、ここに「無償資金協力は……」と書かれている３ポ

ツのところのやり方は、現在の有償資金協力についてＪＢＩＣが行っている審査、及びＪ

ＢＩＣが行っている審査と日本政府との関係と同じなのか違うのか、違うとしたら何が違

うのかということをお教えいただきたいと思います。 

 ３点目ですが、「Ｇ／Ａの内容については……相手国政府のオーナーシップを尊重した

形で……いかなる対応が可能か検討したい」と。それはそのとおりだと思うのですけれど

も、いかなる対応をなさっていらっしゃるのかというのがよく分かりません。この「オー

ナーシップを尊重した形で」というのは一体何に係っているのか教えていただければと思

います。私のお伺いしたのは、今のＪＢＩＣはこうなっていますよね、これと同じものを

考えているのですか、違うものを考えているのですか、違うものを考えているのであれば、

実際にどのような違いか、あるいはその違いの根拠を検討していらっしゃるのかというこ

とを可能な範囲で教えていただければと思います。 

 以上です。 

○JBIC（中澤） 私の方から、１番最初の正式要請と審査との関係なのですが、審査を

どう定義するかというところがあると思うのです。 

 例えば現行の円借款におけますＪＢＩＣの審査、これも私ども、一番狭い意味では、い

わゆる審査ミッション、すなわち、ほとんどの場合、東京から私どもの開発部、環境審査

室、あるいは開発セクター部の者が途上国に行きまして、実査も含めて２週間なり３週間

なり先方政府と協議するアプレイザル・ミッション、審査ミッションと呼んでいる過程が

あって、それがある種狭義の審査だと思うのです。ただ、審査をした後で政府に報告して、

政府で採択ということになれば先ほどのプレッジというような行為があって、そのままＥ

／Ｎが結ばれて、ローン・アグリーメントが結ばれるわけですけれども、ローン・アグリ

ーメントに関するネゴシエーションのときにも案件に関する協議はいろいろやりますので、
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そこまでの段階も含めて審査だと思うのです。 

 今度、逆に前の方に引っ張っていきますと、いわゆる審査ミッションと言われているも

のの前に、私どもで当然、さまざまな情報収集であったり、不断の対話というようなこと

は途上国とやっておりまして、その過程も含めてどう呼ぶかということがありますので、

なかなか正式要請と審査との関係というのが、必ず正式要請が―正式要請がなかりせば、

すべてのプロセスは審査と呼ばないと思うのですが、―正式要請があった場合にどこか

らを審査と呼ぶかというのは、まさに審査をどう概念するかだと思います。少なくとも今

の円借款のプロセスにおきましては、いわゆる審査ミッションの派遣については政府と協

議した上で実施するということになっておりますので、そういうやり方をしているという

ことだと思います。 

 それから、正式要請のタイミングというのも、これも正直途上国側のさまざまな事情が

ありまして、最終的に外交ルートに乗っかって正式要請を受けるタイミングというのは必

ずしも一律的に、それがあってからすべてのプロセスがスタートするということではない

かと思います。ただ、さっきのＪＢＩＣにおける呼び名とも関連しますけれども、正式要

請がなかりせば、いろいろ検討していることを審査と言わないのかなとは考えております。

これも恐らく、この委員会ということでは、環境社会配慮をどういうタイミングでやって

いくかということのかかわり合いだと思いますけれども、そういう意味では、まさに狭義

というよりは広義の、有償であればローン・アグリーメントを結ぶまでの過程全般におい

て、さまざまな環境社会配慮をまず前段としてはやっていくのだろうと。結んだ後は結ん

だ後で、実施段階においてもまた環境社会配慮をやっていくのだろうということは当然に

あるかとは思います。 

○JICA（植嶋） 無償の審査は有償と違うのか違わないのか、違うとしたら何が違うの

かという御質問で、これは正直言って今明快に答えにくいのです。ＪＩＣＡは今まで無償

の調査しかやっていませんでしたから、審査というのははっきり言ってよくわからないと

いうか、概念できない部分があって、要するに案件の採否の決定は日本政府が引き続き行

うわけです。それを審査と言うのであれば、新ＪＩＣＡがやることは、日本政府が行う審

査に対して新ＪＩＣＡとしての１つの判断を提出して参考にしてもらうということだと思

うのですけれども、そのときにどういう新ＪＩＣＡとしての報告なり提案を行うかという

のを、新ＪＩＣＡとしての検討結果、それを審査と言うのかどうかわかりませんけれども、

我々としては実施機関としての審査のような言い方もあり得るのかなとは思っています。

 38



そういうことを今まさに検討している最中で、有償との関係で言うと、やはり多少違って

くるんじゃないかなという気はしています。先ほど申し上げましたように、設計・積算の

部分が協力準備調査の最終段階に入ってくることもありますので、これはＪＢＩＣさんで

言うと融資審査のところでやっているような仕事に近いのかなと。そうすると、その部分

は無償の審査というよりも、調査の中で相手国政府と協議をしながらある程度すりあわせ

て決めていくような部分になっていくかなということで、多少の違いは出てくるのではな

いかなと思っておりますが、今この場で確たることは申し上げられません。済みません。 

○福田委員 済みません、もう１件、グラント・アグリーメントの件についてお願いしま

す。 

○JICA（植嶋） 済みません、ここで具体的に何を言おうとしているのか、今エラボレ

ートできないのですけれども、少なくとも有償で考えていてやっていることと違う理由は

何もないと思っております。基本的にはそれに基づいて考えていくことになるのだろうと

は思います。ただ、資金の性格が違うということもある程度考えなければいけない。有償

については事業は相手国の国民が負担する、無償は日本の国民が負担するという決定的な

差もあるので、その辺も勘案しながら検討していくことになると思います。 

○吉田副座長 福田委員の質問にあった、モニタリングあるいは環境社会配慮などの実施

機関がとるべき措置などについては検討中ということでよろしいですか。という答えなの

ですけれどね。 

 あるいは、もう１つ福田委員の質問の中には、贈与条件に違反した場合に新ＪＩＣＡが

とることができる無償資金協力の供与停止・中止などの法的救済手段とか、そういうもの

に対する何らかの情報はありますか。 

○事務局（渡辺） 今の福田委員の御質問にある具体的な点はまだ検討中でございます。 

○吉田副座長 ほかに。 

○千吉良委員 さっきから審査という言葉がいろいろな意味で使われていて、そちらの方

でも先ほど、何を審査というのかよくわからないという御説明もあったのですけれども、

確かに御自分が主体になってやられている調査みたいなものも審査、それから有償の場合

はむしろ確認に近いものだと思いますけれども、この場合、例えば働きかけみたいなもの

を審査というのかとか、そこもよくわからないですし、ＪＩＣＡさんの場合、第三者審査

会というのがあって、そこでも審査という言葉が使われていて、私なんか金融機関で働い

ていると、第三者がやっているものが何で審査なのかなとちょっと違和感もあるのですけ
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れども、そういった意味で、何を審査というのかというのを１つ論点として今後テーマと

して皆さんで考えていただければなとは思います。 

○原科座長 今の第三者機関がやっているのは審査かというのはおっしゃるとおりで違い

ます。あれは審査諮問機関という位置づけです。審査はあくまでもＪＩＣＡがやっておら

れて、その審査に対して、重要案件に関して外部専門家が諮問に答えるという位置づけで

すから、審査会という名前ですけれども、趣旨は審査諮問機関ということで、それはきち

んと整理しております。逆に、それがあることによって透明性が確保できるのです。つま

り、組織の内部だけで審査しますと風通しが悪くなるので、審査諮問機関を設けることに

よって透明性を確保するという工夫をしております。 

○吉田副座長 ありがとうございました。 

 確かに千吉良委員がおっしゃったように、無償資金の方では審査という言葉を使わない

で、案件調査とか、ほかの人はちょっと混乱しますね。整理した形で用語を使っていただ

けたらわかりやすいかなと思います。 

 ほかに、この「案件審査」に関しての項目で御質問。 

○清水委員 私の質問と関連するのですが、調査を行った後、有償か無償か決める主体と、

その意思決定における日本政府と新ＪＩＣＡの役割はそれぞれどうなるかというあたりは

いかがでしょうか。 

○JBIC（中澤） 有償か無償か、個別案件についてどのように決めていくかというプロ

セスなり意思決定の主体ということかと思いますけれども、当然のことながら、先方政府

からどういう形で要請が出てくるのかというのが１つ大きな要素だと思います。とはいえ、

例えば、これまでもそうですけれども、無償資金協力で主に取り扱うような課題、あるい

は有償資金協力において取り扱うような課題ということ、あるいはその国の所得レベルに

応じて一定の考え方みたいなものが日本側にもありますので、そういった日本側の考え方、

あるいは国別援助計画等を初めとする方針・政策と先方政府の要請を踏まえてということ

になると思います。当然、新ＪＩＣＡとしまして、例えば協力準備調査を行う案件につい

ては、その案件についての特徴等について政府に報告させていただきまして、私どもの方

で意見は言わせていただくということはあるかと思いますけれども、最終的にそれを無償

にするか有償にするかというのは両国政府間での協議によってくる部分かと思います。 

○吉田副座長 よろしいですか。 

 ほかになければ、４番目に移りますけれども、よろしいですか。 
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 それでは、「業務フローその他」の項目に入りたいと思います。 

 ここでは、有償資金協力に関することと、無償資金協力に関する質問・コメントがあっ

て、それに対する御説明がありました。加えて御質問あるいはクラリフィケーション等ご

ざいましたら、どうぞ。 

○清水委員 気候変動対策円借款についてですが、ここの検討状況の一番最後の文章の意

味がよく理解できなかったので、もう一度教えてください。５ページ目の真ん中あたりで

す。 

○吉田副座長 ボックスの中の１つの答えですね。 

○清水委員 はい。 

○吉田副座長 どの辺がわからないですか。 

○清水委員 私の質問は、この政策協議において事業選定がされるのかされないのか、さ

れているという前提で質問したのです。それはされていないというお答えはいただいてい

るのですけれども、では結局これは何をする話なのかというあたりが、この文章からは読

み取れませんでしたので。つまり、この一番最後の文章のところで、「「温室効果ガスの

排出抑制と経済成長の両立」等の原則につき認識が共有できることを確認することとされ

ている」という文章になっているのですけれども、これは一体何を意味するのかがよくわ

かりませんでしたので、御教示頂きたいと思います。 

○吉田副座長 もっと具体的にということで。 

○JBIC（中澤） いわゆる気候変動対策円借款ですとかクールアース・パートナーシッ

プ全般に出てくる、「政策協議を経た国」について支援をするのだということの意味がこ

の最後の温室効果ガス云々というところなのです。ただ、清水委員がおっしゃったような、

政策協議の中で案件選定するというのは当然のこととしてありますので、ここでやや言葉

がわかりにくければ申しわけなかったのですけれども、クールアース・パートナーシップ

という政策の中に出てくる政策協議を経た国について支援をするといったときの政策協議

は案件選定ではなくて、あくまでここの原則について認識を共有できるかどうかというこ

となのです。この内容というのは、温室効果ガスの排出抑制をするということ、これがま

さに地球規模の問題である気候変動対策には重要な話ですので、これを何とか日本政府と

しても推進したいという政策がございます。ただ、一方で、途上国の側にとってみますと、

まさにいろいろな議論がございますけれども、そもそも温暖化が起こっているのは先進国

が大きな責任を持っているところであるとすれば、どうして温室効果ガスの排出抑制とい
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うところに途上国側も参加しなければいけないのかというのも１つの意見として御存じの

とおりありまして、我々はかつての先進国がそれを推進してきたように経済成長を第一に

考えてやりたいのだということをおっしゃっている途上国もある。これが現実の世界であ

る中で、日本としては、経済成長のみならず、温室効果ガスの排出抑制、これは必ずしも

対立する概念ではございませんので、この両方について両立させて頑張っていきたいとい

うことを政策協議において確認して、いわば日本政府が推進するところのクールアースの

パートナーになってほしいと。そして、そういう政策協議を経た国を支援していこうとい

うのがこの政策だと承知しております。 

○吉田副座長 よろしいですか。 

 例えば具体的にどういうプロジェクトになるわけですか。 

○JBIC（中澤） いや、プロジェクトではないという理解です。要するに、クールアー

ス・パートナーとしての国をまず認定した上で、例えば気候変動対策円借款については今

いろいろと御議論をいただいているところではありますけれども、主に緩和とか適用とか

クリーンエネルギー・アクセスとかある中で、緩和について資する案件を取り上げていこ

うということです。ただ、それはクールアース・パートナーということで、言い方が正確

でなければ後で北村委員に御指摘いただければと思いますけれども、その国自体が日本政

府が推進するクールアース・パートナーとなるかどうかは国単位で決めていって、その上

で、例えば円借款であれば緩和を中心とした案件に支援をしていくということだと思いま

す。 

○清水委員 ということは、この政策協議では事業を選定するところまではしない……。

○JBIC（中澤） 政策協議は何段階かあると思っていまして、どこどこ国が日本政府が

推進するところの両立を目指して頑張っていくというクールアース・パートナーになれる

かどうか―なれるかどうかという言い方はちょっと言葉が適切ではないかもしれません

けれども、ともに歩めるのかどうかということを協議する政策協議というのがまず１つあ

るのだと思います。 

 では、そういう国だとなったときに、具体的に日本政府が、例えば円借款であれば気候

変動対策円借款というスキームを使ってどんな案件に支援をしていくかという政策協議は

当然あると思います。それが同時期に行われることもあれば、場合によっては、今までで

も、御存じのとおり、緩和に資する案件、適用に資する案件というのは円借款でたくさん

取り上げているわけですので、案件の議論の方が先行している場合もあるでしょうけれど
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も、仮にそれについてクールアース・パートナーと認められるという過程の政策協議を経

られれば、この気候変動対策円借款で今考えられているような優遇的な条件での融資が受

けられるということになるのかと思います。 

 政策協議自体は、案件選定の政策協議と、クールアース・パートナーを選ぶ政策協議が

同時期に行われることもあれば、パートナーということ、ともに歩もうということを話し

合う政策協議の後で具体的な案件が出てくる場合もあるのかなと。 

○吉田副座長 業務フローは変わらないということです。質問に関してはね。案件のフロ

ーに関しては環境社会配慮は同じように適用されるということですね。 

○JBIC（中澤） ええ。あくまで気候変動対策円借款と認められるかどうかで違ってく

るのは、まさに金融的な条件面のところです。ただし、日本政府として推進する政策です

ので、そういうカテゴリに分類されるような案件を要請してくれば、日本政府としても優

先的に取り上げるということはあると思いますので、そういう意味ではかかわってきます。

ただ、一般的なフローについてそれほど変わってくるという認識ではありません。 

○吉田副座長 では、フロアからどうぞ。 

○一般参加者（田辺） 今の気候変動対策円借款について１点だけ質問したいのですが、

新聞報道等ですと、日本の進めているセクター別アプローチを支持する国を取り囲むため

の１つの戦略なのではないかという意見も見られて、今の経済成長と排出削減の両立とい

う非常にあいまいなコミットメントを得るという説明だったのですけれども、実態として

はやはりそういった日本のＣＯＰでのポジションを進めるための１つの枠組みと理解して

いるのですが、そういう理解でよろしいのでしょうか。 

○吉田副座長 所属と名前をお願いします。 

○一般参加者（田辺） 済みません。ＪＡＣＳＥＳの田辺と申します。 

○JBIC（中澤） 多分、全般のクールアース・パートナーシップの話になりますと、私

が答えるのも適当ではないかなという感じがするのですが、もし誤解があったとすれば、

１つだけ修正させていただきます。この回答にも書いておりますけれども、「「温室効果

ガスの排出抑制と経済成長の両立」等の原則につき認識が共有できる」ということですの

で、必ずしもこれだけではないと思います。おっしゃられるとおり、日本政府として京都

議定書以降をにらんでさまざまな議論、政策の動きがあると承知しておりますので、まさ

に日本政府とこういった分野での考え方、あるいは政策、認識を共有できるパートナーな

のかどうかということについての協議が行われるのだと思います。 
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○吉田副座長 よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○福田委員 私からは、無償資金協力の部分のお答えについて若干質問させてください。 

 端的に申し上げれば、私の最後の２つの質問についてはお答えをいただけなかったので、

その点について、可能な範囲で構わないので、お答えいただきたいというのが私のこの再

質問の趣旨です。この点についてはいろいろな場所でいろいろな方に申し上げているので、

もう既にその話は聞いたよという方も多いかと思うのですが、私としてはちょっとこだわ

りたい点なので説明させてください。 

 現行のＪＩＣＡのガイドラインというのは、無償資金協力については事前の調査のとこ

ろについてカバーしているという建てつけになっています。事前の調査のうち、あそこで

は予備調査と基本設計調査、Ｂ／Ｄと呼ばれるものについて書かれているのですが、基本

的に現行のガイドラインは、きちんと環境社会配慮について確認してから基本設計調査に

進みましょう、もしその確認ができないのであれば予備調査をやる、あるいは、もし本当

にもっときちんとした調査が必要ということになれば開発調査に戻るというやり方で、Ｂ

／Ｄ前に環境社会配慮確認をやりましょうという形で書かれています。何でそんなややこ

しいことになっているかというと、この現行のガイドラインをつくったときに、基本設計

調査に入ったら、基本的にはみんな無償資金協力に行ってしまうと思ってるよねという議

論が前回のこのＪＩＣＡのガイドラインをつくるための改定委員会の場であったというこ

とが背景にあります。必ずしも基本設計調査をやったからといって何か法的なコミットメ

ントがあるというわけではない。一方で、Ｂ／Ｄを始めてしまえば、多くの関係者にとっ

て、これは無償をやるのでしょうということで、そこから引き返すのは非常にまれである

ということが当時の外務省の無償課長だった山田さんからも言われ、あるいはＪＩＣＡの

方からも言われ、そういう形でこういう議論が進んできています。これが今後どうなって

いくのだろうというのが私の大きな問題意識の１つです。無償資金協力については、先ほ

どちらっと話がありましたけれども、やはり財務省との関係で、積算作業というところま

では審査前なのか審査の中なのかというのは私の質問の１つなのですが、いずれにせよＥ

／Ｎの前にやらなければいけない、財務省との実行協議前にはやらなければいけないとい

う前提がある中で、前回のガイドラインのときに議論されていたような、積算作業が始ま

ってしまったらそこから引き返すのは難しいよねという話はもうないものとして、ここで

積算作業をやろうがやるまいが審査はきちんとやりますという前提で無償資金協力の審査
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に関するガイドラインをお話しさせていただいても構わないのか、あるいは、積算作業と

いうものの特殊性、そこに行ったらやはり先に進んでしまうよというものは新しいＪＩＣ

Ａの無償資金協力の体制の中でも残るという前提で環境社会配慮審査に関する体制を私た

ちは考えなければいけないのかというところはぜひクリアにしていただかないと、今後の

無償資金協力の環境社会配慮審査を考える上では非常に議論が混乱するかなと思ってこう

いう質問をさせていただいております。 

○吉田副座長 植嶋さん、いかがですか。これはさっきの無償資金協力の審査という言葉

自体が定義されていないので、ちょっと難しいと思うのだけれども。 

○JICA（植嶋） そうですね。審査の概念の話と密接なので、前後関係もはっきりとは

言いにくいのですけれども、先ほど申し上げたとおり、今、審査という言葉はＪＩＣＡの

調査から検討プロセスの中では使っていなくて、最終的には外務省の案件採択に関する判

断の部分が審査に当たる。これは前回の業務フロー、フローチャートでもそのようになっ

ていたと思います。そういう意味で、積算作業はいつ行われるのかと言われると、恐らく

協力準備調査の一番最後の段階で行われることになると思いますので、前後関係としては、

積算作業があって審査をしていくということになるのだろうと私は考えていますが、ここ

はまだ政府と完全に合意を得て話しているわけではないので、その前提でお聞きください。 

 それから、ポイント・オブ・ノーリターンの話は、これこそ私どもＪＩＣＡだけでは答

えにくい部分がありますので、政府とも相談して、どのような回答ができるか検討したい

と思います。 

○吉田副座長 福田委員、いかがですか。よろしいですか。この時点ではね。 

 ほかにございますか。 

 フロアから１名。 

○一般参加者（波多江） FoE Japan の波多江と申します。私からは、民間企業提案型

の事業について質問があります。 

 民間企業提案事業について有効であるかどうかについて、協議の上決定すると書かれて

いるのですけれども、１つは協議を行う構成員ですね。これは、例えば先ほど一番最初に

話したローリングプランでの現地タスクフォースの構成員とどのように違うのか、また、

現地タスクフォースの場合にはトピックごとに外部の意見というか外部の方も入れるかも

しれないというお話があったわけですけれども、そういうことがこうした協議にも考えら

れるのかという点が１点目。 
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 それから、その協議の上決定したものをローリングプランに乗せるという形で考えてい

らっしゃるのか、ローリングプランとの関係を伺いたいと思います。 

 それから、３点目ですけれども、その協議の上決定した事業がいつの時点でどのような

形で公開されるのかどうか。 

 その３点をお伺いできればと思います。 

○JICA（植嶋） これはまさに政府が今音頭をとって検討している最中ですので、私ど

もの方からこうですと説明できる話ではないと思います。もしかしたら外務省の制度設計

もそこまで進んでいないのではないかなとも御推察します。 

○清水委員 今の質問と関連するのでお答えいただけるかどうかわからないのですけれど

も、このお答えを読みますと、協議の上決定して先方政府から要請してもらう形に形式的

にはなっていますけれども、その前に日本政府もしくはＪＩＣＡとして先方政府に協議を

行った上推薦をするので、実質上こちら側が提案する形になると思うのです。そうすると

かなり後戻りが難しいだろうと。つまり、要請が来た段階でこのプロジェクトはちょっと

違うんじゃないのということはなかなか言いにくいということから、新ＪＩＣＡ側がこの

協議で先方政府に推薦を行う前の協議で何らか環境社会配慮についてインプットするなり

何なりするということが重要になるのかと思いますけれども、そのあたりの関与の仕方に

ついて、決まっている範囲で結構ですので、教えてください。 

○JBIC（中澤） この件については、言える範囲、言えない範囲というよりは、本当に

まだ詳細な部分について検討中という部分だと思います。今おっしゃったようなお考えも

１つの意見としてあると思いますので、そういうことも勘案しつつ、これから制度設計の

詳細がなされていくのではないかと思います。 

○吉田副座長 よろしいですか。 

○事務局（岡崎） あくまでもそういうスキームがほかにあるという前提でお聞きいただ

きたいのですけれども、民間企業提案型の事業とは別に、日本貿易振興会、ＪＥＴＲＯが

案件形成調査というのをやっていまして、これは将来の円借款の案件形成の調査を民間企

業の提案で調査するというスキームが別にあります。これはあくまでも日本の民間企業が

案件の提案をする。その案件を実際に日本政府に円借款として要請するかどうかというの

は、それはアイデアとして先方政府に提出するけれども、そこから先は相手国政府の選定

過程にもゆだねられるわけです。この案件形成調査のガイドラインをつくるのに原科先生

も私もかかわりましたけれども、そこではあくまでも事業を実際に行う際に、環境社会配
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慮という観点から申し上げますと、どういった点に配慮しなければいけないかということ

までは調査の中でやっていこうと。実際にその中身を詰めていくのは、次のステップの協

力準備調査であったり、あるいは円借款の審査で行うということになっています。ここで

言っている民間企業提案型の事業については、今、植嶋さんや中澤さんから説明がありま

したので、今後の検討を待つということになると思いますが、既にあるスキームとして御

紹介だけはしておきます。 

○吉田副座長 ありがとうございました。 

 ほかになければ、時間があと３０分ぐらいしかないと思うのですけれども、次に移りま

しょうか。 

 ５番目に行きます。「環境社会配慮ガイドラインとの関係」。これは原科先生に司会を

戻したいと思います。よろしくお願いします。 

○原科座長 では、司会を交代します。 

 「環境社会配慮ガイドラインとの関係」ということで、この部分。 

 これは何か字が違っていると思うのです。６ページの四角の枠の中で、２つ目のポツの

御発言の３行目かな、「融資等を意志決定……」というのは「志」が違っています。これ

は思慮分別の「思」ですね。意志を決定するだけだったら余り思慮分別なくても意志は決

定できてしまいますから、これはしっかり考えて、よく思いめぐらせて決めてもらうとい

うことです。だから、「意思決定」。 

 ということで、何か御質問ございますでしょうか。 

 では、フロアの満田さん。 

○一般参加者（満田） 地球・環境人間フォーラムの満田です。 

 ７ページ目の２ポツ及び３ポツについて質問させていただきます。 

 ２ポツのＪＢＩＣガイドラインのカバーしている範囲なのですが、あえて分ければとい

うことで、案件審査段階から実施段階と書かれているのですが、これは私の理解なのです

が、案件形成段階にもかなり深く関係するような文言、特に第２部のくだりですね。案件

の環境社会配慮という初期の段階からのコンサルテーションその他は案件形成段階に係っ

ているのかなと考えております。 

 それから、３ポツ目なのですが、カテゴリ分類の時期について、「正式要請書が提出さ

れた案件については、要請時の情報に基づき……案件のカテゴリー分類を行う方向で検討

している」と書かれているのですが、このことこそまさにこの有識者委員会でこの後検討
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されるべき環境社会配慮に係る事項なのかなと思っているのですが、そういう理解でよろ

しいでしょうか。 

○事務局（杉本） 回答の意図なのですが、ガイドラインに基づいてＪＢＩＣが能動的に

考えてやる部分ということで、ＪＢＩＣ側の行動を規定しているという整理で案件の審査

段階からということで答えを書いています。また実施段階というのはモニタリングを念頭

に置いています。第２部については、案件を準備する段階で相手国政府が主体的にどうい

ったことをやっていく必要があるかということであり、その内容を踏まえてＪＢＩＣの審

査を実施するということですので、ご指摘の通り範囲としてはカバーしているという点は

その通りですが、ただ、ＪＢＩＣとして主体的に取り組んでいく点か否かということで、

こういった書き方としている次第です。 

○事務局（渡辺） もう１つの点につきましても、基本的には、ここに書かれているとお

りの形で議論されるかどうかはわかりませんけれども、既に論点整理のペーパーにカテゴ

リ分類という項目は置いてありますので、カテゴリ分類をどうするかといったようなこと

についての議論がなされるものと考えております。 

○原科座長 よろしいですか。 

 ほかにございますでしょうか。 

○山下委員 先ほどの３ポツの話なのですが、協力準備調査に「基づき案系形成が行われ

る場合には、個別案件形成にあたりカテゴリー分類を行い、必要な環境社会配慮調査を行

う」ということが記載されているのですけれども、今まで、有償資金協力等々に関しまし

てはＳＡＰＲＯＦ等の調査の中でこういった環境配慮の調査が行われたと思うのですが、

そういったＳＡＰＲＯＦ等の調査に関しましてはこの協力準備調査の中に含まれるという

ことかと思うのですけれども、環境社会配慮調査とここで別に書いてあるということに関

しまして、この理解としては、協力準備調査の中の１つの調査と考えてよろしいでしょう

か。 

○JBIC（中澤） 済みません、わかりにくい表現になっていたかもしれないのですが、

協力準備調査、あるいは案件発掘・形成のための調査を行うものについては、必要な環境

社会配慮の調査についても基本的にはこの中で行うということを考えております。 

○原科座長 「この中」というのはどの中ですか。 

○JBIC（中澤） 協力準備調査の中です。協力準備調査のＴＯＲの１つとして環境社会

配慮も含めているということです。 
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○原科座長 個別案件形成でまた次の段階ではやらないのですか。上位の段階の意思決定、

判断をしますね。普通は、アセスメントというと何段階かやる可能性があるのです。協力

準備調査というのは上の段階、いわゆる環境アセスメントで言うと戦略的環境アセスメン

トをやるような段階ですよね。それで、個別事業になると、事業化していくとだんだん具

体化してくるので、そこで通常はＥＩＡが行われますね。だから、環境社会配慮調査とい

うのは何段階かやる可能性が出てくるんじゃないですか。 

○JBIC（中澤） 案件発掘・形成のための調査自体が割と上流段階の部分をカバーする

場合もあれば、下流段階の本当に個別案件の段階もあります。ここでどうして「カテゴリ

ー分類を行い」という前に「個別案件形成にあたり」と書かせていただいたかといいます

と、まさに先生御指摘のとおり、案件発掘・形成のための調査の中には、本当に上流段階

でまだ個別案件が見えないような段階からスタートするものがあるものですから、さすが

にその段階ではカテゴリ分類はできませんので、個別案件形成に至る際にカテゴリ分類を

行って、必要な環境社会配慮調査を協力準備調査の中でやっていくということを今のとこ

ろ考えているということです。 

○原科座長 ほかに御質問ございますでしょうか。 

○清水委員 今の中澤さんのお答えの関連ですけれども、現在はマスタープラン段階でも

カテゴリ分類を行っていると思いますけれども、それを行わないという方向性で進めてい

るということでしょうか。 

○事務局（渡辺） 上流部については、どういうやり方をとるかを検討中ということです。

案件が具体的に見えていればカテゴリ分類を明らかにできると思いますけれども、それよ

りも前の段階については、どういうやり方がよいか検討しているという状況でございます。 

○福田委員 その点についてはまさにこの場で議論させていただく事項と理解しておりま

すが、そういう理解でよろしいですか。 

○原科座長 そうなりますね。 

○事務局（渡辺） 御意見があればいただきたいと思っております。 

○原科座長 ほかに御質問ございますか。 

 審査諮問機関に関しては、私はちょっと意見がありますけれども、時間の節約で、これ

はまた先に検討しますから、きょうは遠慮しまして、次に参ります。 

 それでは、一応これで一通り、新ＪＩＣＡの業務フローに係る委員からの質問に答えて

いただきました。議論いたしまして、もう時間が１５分しかなくなってしまって、「論点
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に関する議論」に入るのも難しいのですけれども、ただ、せっかく資料を用意していただ

いたので、この御説明をいただいて、次回、より詳しく議論しましょう。どうもありがと

うございました。 

 

（３）論点に関する議論 

 

○原科座長 それでは、次に論点のところに行きましょう。 

○事務局（杉本） お手元にございます論点整理のペーパーにつきまして、前回の有識者

委員会での御議論、御指摘を踏まえて内容を再整理いたしましたので、その点を簡単に御

説明させていただきます。資料６－３－１、表紙の番号が違っておりまして申し訳ありま

せんが、「新環境社会配慮ガイドラインの検討に係る論点整理（案）」、６月５日付のも

のでございます。 

 前回の委員会にて、大体の方向性としては、今のＪＢＩＣのガイドラインの考え方に沿

って議論するのがやりやすいのではないかというようなことを何人かの委員の方から御指

摘いただきましたので、それに従いまして内容を再構成しております。 

 大きな項目は表紙に書かせていただいておりますが、大項目として６つに分けまして、

Ⅰが「全体構成」、Ⅱとしまして「基本的事項と手続き」、Ⅲとしまして「対象プロジェ

クトにおける環境社会配慮」、Ⅳとしまして「影響を及ぼしやすいセクター」、Ⅴ「カテ

ゴリＡ案件に必要な環境アセスメント報告書」、Ⅵ「異議申立制度」という大枠のくくり

にしております。Ⅱが今のガイドラインの第１部に相当するところ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴが第２部

に相当するところということで構成しておりまして、異議申立制度については今は記載が

ないものですから、新たに１つ項目をつくってくくり出しをしております。「基本的事項

と手続き」の中では、項目としましては、例えば「ガイドラインの適用対象」ですとか

「案件形成」「スクリーニング」「環境レビュー」といった手続の話と、「情報公開」

「ステークホルダーとの協議等」「環境社会配慮の項目」といったイシューとなっている

基本的事項、こういったものを含めております。Ⅲ以降の今のガイドラインの第２部に該

当するところですと、まさに今のガイドラインに含まれておりますポイントにかかわって

くるものをそちらに移しているということで再整理しております。 

 簡単ですが、今回の並べかえのポイントはそういった形でさせていただいております。 

○原科座長 どうもありがとうございました。 
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 そういうことでございますが、全体の再整理に関して何か特に御質問がございましたら、

お願いいたします。 

○福田委員 申し上げなかったのは、ちょっと海外出張に行っていましてこの資料をきち

んと上から下までもう一回目を通していなかったので、その点は申しわけないのですが、

若干ＮＧＯの提言の位置づけが私たちの意図と違うところに置かれているかなというとこ

ろがあるので、その点についてはまた個別に御相談させていただくということで、よろし

くお願いします。 

 それから、中身については変わっていない、入れかえただけということでよろしいです

か。 

○事務局（杉本） はい。基本的には入れかえと、あと、済みません、申し忘れましたが、

前回の委員会の際に、論点として挙げた点が漏れているのではないかという御指摘が委員

の方及びフロアの方からありましたので、再度いただいたものを確認して、漏れのないよ

うに追加しています。一部下線を引いたところは、１つのところにまとめていたようなも

のもあったのですが、まとめ過ぎと思われたものは別にくくり出すなどの形で、なるべく

いただいたポイントは明確に載せるという形で作業をしたつもりであります。 

○原科座長 満田さん、どうぞ。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田です。 

 ２つありまして、１つは、前回これをお示しいただいたときに、第１期のＪＩＣＡの環

境社会配慮審査会のまとめの今後の課題として挙げている部分のうち、こういう点を盛り

込んでいただきたいとコメントを申し上げて、幾つかは盛り込まれているのですが、盛り

込まれていないものもありまして、これについても書面で改めて提出させていただきたい

と思っております。かなり重要な点もあると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ２点目は、これも前回申し上げたと思うのですが、一般参加者からのコメントについて

は、だれからのコメントかということをぜひ書いていただきたいと申し上げました。理由

は２つありまして、１つは、提案者もその提案に関して責任を持ってコメントしていくた

めに、例えば議論する日に出てくるとかいうことがあると思います。もう１つは、この論

点表だけですと、その提案の根拠などがわかりづらい部分があるわけですね。そのときに、

さかのぼって、例えばこれは地球・環境人間フォーラムの満田の提案で、それは資料を見

ればより詳しい提案の根拠が書いてあるわけですので、これは見る人にとっての利便性も

よろしいのではないかと思っております。 
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 以上です。 

○事務局（渡辺） １期のまとめについてはコメントをいただくということで、入れさせ

ていただきたいと思います。 

 あと、一般の表現については検討させていただきます。 

○原科座長 ほかにございますでしょうか。 

 では、一般の方のはなるべく記名の方向でやっていただくようにしたいと思います。 

 よろしいですか。 

 それでは、あと５～６分でございますので、きょうはこの辺にしたいと思います。 

 

（４）第７回の議題について 

 

○原科座長 次回はいよいよ論点のスタートから行きますね。再整理できましたので、行

きましょう。 

○事務局（渡辺） 前回いろいろ御意見をいただきまして、構成の見直しを行っておりま

すので、こういう構成で次回からⅠから議論を進めるという理解でよろしいでしょうか。 

○原科座長 今のようなことでよろしいですか。 

 まだ何か御意見ございますか。 

○福田委員 前回も申し上げたことで、私は第２部のところから議論した方が議論の行っ

たり来たりが少ないかなとは思っているのですが、これはもう前回お話しさせていただい

て、頭からということになりましたので、そういうことでやっていただければと思います。 

 ただ、もちろん、きょうは結局ずっと業務フローについてお話しさせていただくことに

なってしまいましたが、それを踏まえた提案がまた出てきますので、それはそれで、恐ら

くこの表に追加する形でお願いしていくことになるということは御了承いただければと思

います。 

○原科座長 それでは、確認いたします。この順番でいきましょう。 

 ということで、次回はもう決まっておりまして、６月１７日ですね。同じ場所で２時～

５時ということで予定しております。これが第７回になります。その先、第８回目は、今、

日程調整を行っているところです。ということで、７月の頭ぐらいに第８回というような

ペースで進めたいと思います。 

 それでは、そういうことで、きょうはここまでにいたしますが、もう１つ、おまけで…
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… 

○事務局（渡辺） 第７回の議題を……。 

○原科座長 第７回の議題。議題は今のでもう決まったんじゃないですか。論点に関する

議論ですよね。よろしいですね。では、そういうことで進めてまいります。 

○清水委員 大体どれぐらいの項目まで進むと考えたらよろしいでしょうか。ちょっと見

当がつかないところです。 

○原科座長 皆さんの御意見に従って。 

○清水委員 準備状況との兼ね合いがございまして。 

○事務局（渡辺） 清水委員の方からこの辺までやりたいという御提案があれば、いただ

きたいと思いますけれども。 

○原科座長 そんなに沢山、がんがんとはいかないでしょう。全部で３０ページあります

ね。だから、できたら３回で割るとなると１０ページだけど、ちょっと無理でしょう。や

はりもっとかかるんじゃないですか。おかげさまで基本的なことはこれまでに随分議論で

きましたので、そういうものを踏まえながらやっていけばかなり行けるとは思いますけれ

ども。 

○吉田副座長 新ＪＩＣＡの綱領というのかな、ミッション・ステートメントというのか

な、そういうのがあった方がいいなという気がするのですね。要するに、我々がガイドラ

インをこれから個別に議論する中で、共通認識としてこういう方向に向かっているのだと

いうものを皆さん頭に入れておくと、収束しやすいのではないかと思うのです。例えば、

ＪＢＩＣのガイドラインでも透明性とかアカウンタビリティということが入っているので

すけれども、新ＪＩＣＡにおいてどのぐらい本気になってそれに関するポリシーがあるの

か、つくるのか、大げさに言えば新ＪＩＣＡの行動規範の原理というのですか、そういう

ものがあると、我々もそれを念頭に置いて、それに合った形で議論を進められるという意

味なのですけれども。それはあるのですかね。新ＪＩＣＡミッション・ステートメント。 

○事務局（廿枝） それはまさに１０月の新ＪＩＣＡ発足に向けて、いずれにしても１つ

の統合した組織体としての、おっしゃったようなミッション・ステートメントという名称

になるかどうかはわかりませんけれども、統一したものを検討しないといけないのではな

いかという問題意識は我々も持っております。 

 ただ、それがないと論点の議論に入れないとなるとちょっとあれなのですけれど。 

○吉田副座長 いえ、そういう意味ではないのです。 
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○事務局（廿枝） １つは、今もＪＩＣＡの方はＪＩＣＡ宣言というものがホームページ

上にもございますし、今のＪＢＩＣでも海外経済協力業務実施方針というものがございま

すし、あるいは、ちょっと時間がたちましたけれども、外務省のホームページにございま

すが、一昨年の６月に外務省とＪＩＣＡ・ＪＢＩＣの連名で、新ＪＩＣＡの統合準備を進

めるに当たってどういう方向性で統合準備を進めていこうという方向性を書いたペーパー、

あれでしたら次回お配りしてもいいですが、ホームページに載っているものでございます

けれども、そういったものも一応ございます。基本はＪＩＣＡ・ＪＢＩＣでできているこ

とをさらに推し進めていくということがボトムラインだと思っていますけれども、改めて

新ＪＩＣＡとしてそれをきちんと整理するというのはいずれやることになると思いますけ

れども、ちょっと時間がかかるかもしれません。 

○吉田副座長 例えば、我々がここでやっているようなのは、ＯＤＡ大綱にある国民参加

型といって、参加性という非常に大きな行動規範を我々ここでやっているわけですよね。

そういうものを含めて、開発協力というのが国民参加で、あるいはいろいろなステークホ

ルダーが参加して、こういう形でいろいろ１つずつ決めていくという、それも大きなコー

ド・オブ・コンダクトのあれですよね。とてもいい面だと私は思いますけれども、そうい

う組織の行動規範というものが何らかの形で明示的であると、こういうガイドラインをつ

くるときもつくりやすいなということですよね。あればお願いしますということです。な

ければ、つくっていただくといいですね。きっとね。 

○原科座長 既存のものプラスアルファということだと思いますから、さらに進めるとい

うことだと思います。そういう考え方で参りたいと思います。 

 北村さん、どうぞ。 

○北村委員 外務省の北村でございます。時間も押していますが、１点だけ申し上げます。 

 新ＪＩＣＡの主務官庁という立場からの発言になりますが、これは多分、この有識者委

員会のプロセスを始める際に、当時、原科委員からも指摘があったかと思いますが、世銀

に並ぶような組織になる新ＪＩＣＡ、異なる援助手法を扱っている２つの組織が１つにな

るということで、統合に向けた様々な論点について今も非常に大きな内部での議論をやっ

ているところです。そういう意味で、例えば今日の業務フローなんかもまだまだ決まって

いないところがあって、他方でこういう有識者委員会の場で議論しなければいけないとい

うことで、現状でできる限りのお答えをしようということでＪＩＣＡ・ＪＢＩＣさんの方

でつくったのがこのペーパーだと思います。現状では検討中でまだ全てを御説明できない
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状況にある中で、若干後ろ向きの印象が残る部分はあるのかもしれませんが、基本的には、

今日各委員の方から御指摘いただいたように、情報公開、透明性の時代の中で可能な限り

のことは出していくというスタンスになるのだろうと思います。もちろん、その上でどう

してもここは公表できないという部分があれば、そこはきちんと説明できる形でやってい

かなければいけないのだろうと思っております。 

○原科座長 では、次回、よろしくお願いします。 

 どうもありがとうございました。 

 先ほど、世銀を超えるものにしていただきたいと申し上げたのです。さっきのようなこ

となのですが、政府はアフリカに対してこれから、特に外務省はそういうことで方針を出

されてやっていくということなのですけれども、前回、ＩＡＩＡというこの分野の国際学

会を御紹介しましたが、来年の大会がアフリカのガーナで開かれます。アクラです。ＩＡ

ＩＡでのこのテーマがぴったりなので、ガーナにも是非行っていただきたいと思いまして、

宣伝のコピーを持ってきました。Human Well-Being、これはすごく大事なことですね。

Human Well-Being ということで、来年はアフリカのガーナで行われます。２００９年

５月２３日～２９日まで。ちょうど１年後です。ぜひたくさん御参加いただきたいと思い

ます。この場合にはガーナ政府が、特に環境行政の方ですけれども、全面的に協力してく

れまして開催されますので、これからそのつもりで考えていただきたいと思います。これ

はお願いしておきます。 

 では、きょうはこの辺でよろしいでしょうか。 

○清水委員 済みません、先ほどの、進んだとしてもどこまで行くかというあたりで、提

案なのですけれども、例えば１０ページ目の１０のＳＥＡのあたりまで進むかわかりませ

んけれども、進んだとしてもこれぐらいまでというようなあたりを決めていただけないで

しょうか。 

○原科座長 そこまでやれれば御の字だと思います。 

○清水委員 進んでもこれぐらいまでということではいかがでしょうか。 

○原科座長 早く進んだらそれに越したことはないので、その１０ページが目標ですけれ

ども、これまでの議論の出方を見ますと、そんな簡単にすいすいいかないですよね。前の

１回目のガイドライン、今あるガイドラインをつくったときのペースから考えると、とて

もそんなペースではいかないですよ。私の経験では。でも、そこまで行けばすばらしいと

思います。 
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○事務局（廿枝） それでは、１０ページまでを目標ということで……。 

○原科座長 目標でやりましょう。 

○清水委員 私の懸念は、むしろもっとたくさん進んでしまって準備ができていないとあ

れだなと思ったので、こちら側で申し上げました。 

○原科座長 そんなには行かないと思いますけれどね。行けばありがたいことです。 

 よろしいですか。 

 それでは、きょうはここまでにします。どうもありがとうございました。 

 

午後５時０４分 閉会 

 

 56


